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午前９時58分開議 

 

○主査（小坂さとみ君） おはようございます。 

 ただいまから決算審査特別委員会保健消防分科会を開きます。 

 本日の審査日程につきましては、まず、消防局及び病院局所管の審査を行った後、指摘要望事項

の協議をお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。分科会傍聴に当たっては、傍聴証に記載の注意事項を遵守いただき

ますようお願いいたします。 

 

消防局所管審査 

○主査（小坂さとみ君） これより、消防局所管の令和４年度決算議案の審査を行います。 

 委員の皆様は、サイドブックスのしおり１番、主要施策の成果説明書をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。消防局長。 

○消防局長 消防局でございます。よろしくお願いいたします。 

 令和４年度の歳入歳出決算額の状況について、御説明をさせていただきます。座って説明をさせ

ていただきます。 

 主要施策の成果説明書の250、251ページをお願いいたします。 

 初めに、一般会計歳入ですが、予算現額の総額は13億6,511万7,000円で、調定額と収入済額につ

きましては、同額の９億9,059万9,882円となっております。 

 予算現額に対しまして歳入済額が３億7,450万円ほど減額となっておりますが、主な要因といたし

ましては、消防施設整備や消防車両整備などの事業実績により市債額が減となったこと及びちば消

防共同指令センターの運営に伴う負担金が減になったことによるものでございます。 

 歳入の主なものとしましては、款18・使用料及び手数料、項２・手数料は、危険物許認可事務な

どの手数料収入になります。 

 次に、款19・国庫支出金、項２・国庫補助金は、緊急消防援助隊の登録車両の更新及び防火水槽

の新設に伴い、国から補助金の収入をしたものでございます。 

 次に、款20・県支出金、項１・県負担金につきましては、千葉県へ派遣した職員の給与負担金収

入となります。 

 項２・県補助金につきましては、石油貯蔵施設立地対策費収入になります。 

 次に、款21・財産収入、項１・財産運用収入につきましては、自動販売機設置場所の貸付料収入、

項２・財産売払収入につきましては、更新した消防車両の売払い収入になります。 

 次に、款22・寄附金ですが、これは市民の方から消防局へ寄附があったものでございます。 

 次に、款25・諸収入ですが、これは主に、ちば消防共同指令センター運営事業に対する負担金収

入となります。 

 最後に、款26・市債ですが、消防車両の購入などに充当したものでございます。 

 続きまして、次の252、253ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出ですが、款９・消防費の予算現額の総額は114億2,874万2,000円で、支出済額は

106億3,087万1,637円となっており、執行率につきましては約93％となっております。 

 以下、目ごとに説明をさせていただきます。 
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 初めに、１、常備消防費の支出済額の主なものでございますけれども、一般職人件費で常備消防

費の約81.6％を占めております。 

 次に、２、非常備消防費の支出済額の主なものとしましては、消防団員の出動報酬、消防団員等

の公務災害補償等に係る共済金の掛金となっております。 

 次に、３、消防施設費の支出済額の主なものといたしましては、消防車両の購入経費となってお

ります。 

 次に、歳出の不用額の主なものですが、常備消防費では、一般職人件費に不用が生じたものとな

っております。 

 非常備消防費につきましては、災害出動・訓練などに係る費用弁償及び消防団員退職報償金等に

不用額が生じたものでございます。 

 消防施設費につきましては、消防車両の契約差金などによるものでございます。 

 以上が、消防局の歳入歳出決算額の状況でございます。 

 引き続き、主な施策の概要及び成果につきましては、所管部長より御説明をさせていただきます。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 総務部でございます。 

 私からは、一般会計の主な施策の概要及び成果のうち、所管事業について御説明いたします。 

 主要施策の成果説明書254ページをお願いいたします。 

 初めに、１の消防団活動体制充実についてですが、小型動力ポンプ付積載車を３台更新いたしま

した。消防団の運営に要する経費につきましては、防火衣などの安全装備品の購入や退職報償金と

して支出をしております。また、消防団員の処遇改善といたしまして、条例を改正し、年額報酬、

出動報酬を増額したほか、費用弁償につきましては、旅費に当たるものでございます。 

 続きまして、２の消防庁舎整備ですが、畑出張所改築に伴います基本設計等を実施いたしました。

また、大規模災害対策として、消防庁舎の非常用電源を整備したほか、防火水槽を１基新設いたし

ました。 

 最後に、３の消防車両整備ですが、救助工作車１台、高規格救急自動車４台の車両更新を行いま

した。 

 以上が、総務部所管事業でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（小坂さとみ君） 警防部長。 

○警防部長 警防部でございます。 

 引き続き、警防所管事業につきまして、説明をいたします。 

 成果説明書254ページ、中段から下になります。 

 ４、消防活動体制充実でございますが、消防隊が火災現場などで使用する空気ボンベを速やかに

充填できるよう、可搬型の高圧ガス充填資機材を２基整備したほか、タンク火災などの消火に必要

な泡消火薬剤を更新したものでございます。 

 続いて、５の救急体制整備でございますが、救急業務の高度化を推進するため、救急情報共有シ

ステムを運用したほか、救急救命士４名の新規養成を行いました。 

 最後に、６、消防指令体制充実でございますが、消防活動に必要な消防救急デジタル無線の基地

局設備の維持管理を行う千葉県市町村総合事務組合へ千葉市負担分を支払うほか、ちば消防共同指

令センターの老朽化した機器の部品交換修繕を行いました。 
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 以上が、警防部所管事業でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（小坂さとみ君） 予防部長。 

○予防部長 予防部でございます。 

 引き続き、所管事業について御説明いたします。 

 成果説明書255ページをお願いいたします。 

 ７、予防消防体制充実ですが、住宅火災による死傷者の低減を図るため、リーフレットを活用し、

住宅用火災警報器の普及促進に努めるとともに、機器の更新など維持管理の推進につきましても、

町内自治会への回覧のほか、様々な機会を捉えて啓発活動を実施いたしました。 

 このほか、違反対象物や高圧ガス、火薬類、危険物施設等について重点的に立入検査等を行い、

法令違反に対する是正指導を行いました。 

 また、大規模地震発生時における電気火災を防止するため、市内全域で感震ブレーカー等の普及

啓発活動を展開するとともに、地震発生時に大規模な延焼火災の発生が危惧されている地域を対象

として、簡易タイプの感震ブレーカーの設置補助を行いました。 

 以上、予防部所管事業について説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございました。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。野島委員。 

○委員（野島友介君） 一問一答でお願いいたします。 

 真夏の暑い災害現場等であっても、消防局の皆様は24時間、本当に御対応いただいておりまして、

見方を変えれば本当に苛酷な職場であると想像に難くはありませんが、そうした中、隊員の皆さん

の熱中症対策とか水分補給、このようなものは令和４年度、どのように行っていったのかお示しい

ただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課でございます。 

 熱中症の対策といたしまして、飲料水及び水に溶かして使用します粉末の経口補水液、これを車

両に常備積載しておりまして、災害現場の状況を踏まえ、消防隊を休憩させながら水分補給をさせ

ております。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 状況を踏まえながらということではございましたが、現場によっては、十

分な水分が確保できなかった等の課題はありましたでしょうか、お示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課です。 

 現在のところ、各署所から水分の確保に係る要望等は、特に上がっておりません。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 熱中症の問題というのは、隊員の皆さんの個人の健康上の問題とするので

はなくて、労務管理として適切に対応していってほしいと考えます。 

 答弁で、水分確保に関わる要望はなかったということでしたけれども、今後、もし持ち出す量を

増やすだとか、場合によっては、コンビニとか民間の事業者と連携して水分を確保していくなどの

対応が必要かなと考えますが、どうでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 
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○警防課長 警防課です。 

 金属スクラップヤード火災など、災害活動が長時間に及ぶ場合など、積載している飲料水が不足

した場合など、現場の指揮隊の要請によりまして、直近の署から飲料水などを補充するようにして

おります。 

 また、他の車両で飲料水を災害現場へ搬送する体制を整えておりますので、現在のところは、コ

ンビニエンスストア等との連携については考えておりません。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございます。あと、他市を見ますと、食料を積載しているとか、

そういう状況もあるようなんですけれども、消防車両に食料を積載するかどうかとか、そういうよ

うなことをお考えでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 食料につきましては、長期化した場合ですけれども、今、他の車ということでお話し

しましたけれども、現在既に一部積載しておりますので、長期化した場合などには対応できる形と

なっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 消防隊、救急隊、いずれの隊におきましても、規則的な食事時間の確保は

もとより、随時の栄養素補給等も極めて難しい状況かと思っております。本当に栄養を取れないと、

大変な体調不良や消防力の低下を招くおそれが考えられますので、通常勤務時においても、必要な

ときに必要量の水分、食料を摂取できるような環境というものを整えていただきたいと思います。 

 続いての質問です。コロナ感染症、この４年近く本当に全力で対応してくださっていて、本当に

御尽力に感謝申し上げます。特に、コロナかどうか分からない発熱の要請などがあった場合に、身

の危険も感じながら救急搬送してくださっている第一線の中での懸命な活動に、本当にありがとう

ということでございますけれども、そこで伺いますけれども、コロナによる影響で、救急業務のほ

うでどのような影響があったのか。特に、救急要請に応えられないというようなことがあったのか

ということをお示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課です。 

 救急出動が逼迫し、出動可能な救急隊がなく、隣接市町村による応援を受けたことはございまし

たが、救急要請に応えられないという事案はございませんでした。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 要請が非常に多くなったときに、病院のほうの受入れ、搬入ができない、

そういう搬入困難事例の件数とか、搬入までの滞在時間が非常に長期にわたることというようなこ

とがあったら、その時間がどれくらいであったかというのをお示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急要請が非常に多くなった令和４年12月から令和５年１月までの第８波では、搬送

困難事案が2,163件に上りました。搬入までの最長病院搬送時間、これは令和５年１月に発生した11

時間55分でございました。 
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 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 全体の救急件数が増加している中で、それだけ搬送困難事案があれば、救

急隊員というのは、本当に過剰な労務負担を強いられていると思いますけれども、ましてや、出場

が連続すると休憩時間も取れないというようなことがあるのかと思います。これは市民の立場から

言えば、安心、安定した救急サービスの保障がされないことにつながりかねません。 

 そこで、出動が重なることによる救急隊員の労務負担の実態というものが分かれば、あと、その

軽減策とかいうのがあればお示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急隊の労務負担でございますが、現在、救急隊が連続出動して６時間経過した場合

には、休憩を強制的に取らせるような対策を行っております。 

 また例えば、先ほども食料の問題のお話も出ましたけれども、どうしてもやはり長時間救急出動

で消防署に帰れない場合には、病院にある売店とかで、例えば、パンとかおにぎりを食べながら長

時間の出動に対応しているとか、そういった対応をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 苛酷な状況に置かれている救急隊員の負担軽減を根本的に解決するには、

やはり救急隊の隊員数を増やすことではないかと思いますが、現在の救急隊の整備状況とか整備指

標、あと現有数、充足率というのが分かればお示しいただきたいと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 現在、千葉市の救急隊は、26隊で運用してございます。充足率も、整備指針からいう

と100％充足しているということにはなっておりますが、やはり先ほどの労務負担とかも考えつつ、

救急隊の増員、あるいは増隊とかも、今後検討していかなくてはいけないと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 救急隊員の過剰な労務負担の解決と、市民に安全な救急サービスを保障す

るためにも、消防力の整備指針を引き上げることがやはり重要だと思います。整備指針の考え方に

ついて、何かお考えがあればお示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 整備指針の考え方でございますが、消防局単独では、なかなかその部分を改正とか、

そういった話には持っていくのは厳しいと思います。やはり関係機関と連携を構築しながら進めて

いかなければいけないのかなと。 

 あと、整備指針のほうは総務課の担当になりますので、あとは総務課のほうにお願いします。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 整備指針の救急車の設置基準につきましては、基本的には人口に比例しておりまして、先ほど救

急課長から申したように、人口の考え方でいきますと、千葉市については充足率を100％満たしてい

るという状況になっております。 
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 以上になります。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 国の指針では、それぞれの地域の実情に応じて増やすことができるとなっ

ているはずでございます。本市の整備指針を見直し、救急隊を増やすべきと考えます。ぜひ増やす

方向で検討していただきたいと思います。 

 最後にですけれども、消防署内でコロナクラスターやコロナにかかった方が発生して、救急業務

に影響を及ぼしたというようなことがあったか。もしあれば、そのときの対応がどうだったかとい

うのをお示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 令和２年度に、花見川消防署畑出張所でコロナクラスターが発生しております。そのときは、花

見川消防署管内の職員で対応が可能であったため、救急業務に影響はございませんでした。また、

救急隊員が感染し、救急業務に影響を及ぼしたということもございませんでした。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） 安心いたしました。 

 最後、もう１問だけ、市民の防災意識向上のための広報の強化についての考え方について伺わせ

てください。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 広報につきましては、ＳＮＳ等も含めまして、事あるごとに細かくいろいろなことを啓発してい

こうということで、各所管のアイデアを生かしながら、広報に取り組ませていただいているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 野島委員。 

○委員（野島友介君） ありがとうございました。様々な防災設備も含めて、市民がしっかりと生

命、財産を守れることに御尽力をしていただいているわけですけれども、引き続き、市民のために

頑張っていただきたいと思います。 

 質問を終わります。 

○主査（小坂さとみ君） その他、質問ございますか。岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） 一括質問でお願いいたします。 

 消防局の皆様におかれては、本当に市民の安全と命のために日々御尽力をいただき、心より感謝

申し上げます。 

 質問は、４点ございます。 

 １点目は、消防団員の年額報酬、出動報酬の改善状況について、こちら記載の表にありますが、

一層詳しくお示しいただければと思います。 

 ２点目は、今も質問にございましたが、救急隊員へのヘルスケア、メンタルケアの有無というと

ころについて、状況を伺えればと思います。 

 ３点目は、令和４年度の不搬送件数１万2,783件の内訳や、その事由について伺いたく思います。 
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 最後の質問、４点目は、令和４年、隊員の方の負傷などの件数、状況を伺いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 消防団員の年額報酬、出動報酬等の改善状況についてお答えをいたします。 

 令和４年度から、全ての階級の年額報酬につきまして、国が定めております地方交付税単価と同

額となるように改正をいたしまして、団員の階級で5,500円、部長、班長階級で4,000円を増額とい

うことで、かなり大幅の増額をさせていただいております。 

 また、出動に係る手当額につきまして、災害出動は、従前3,800円だったものを、１日当たりとな

りますが8,000円ということで、また訓練等、災害以外の出動に関しましては、3,100円から3,500円

に増額をそれぞれさせていただいております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課長。 

○人事課長 人事課長でございます。 

 救急隊員のメンタルケアについてお答えいたします。 

 救急隊員を含む職員のメンタルヘルスケアに関する取組として、外部講師を招聘しましてメンタ

ルヘルスに関する研修を開催するとともに、他機関が実施するメンタルヘルスに関する研修につい

て周知するなど、職員がメンタルケアについて学ぶ機会を設けているところでございます。 

 また、令和３年度に、消防局独自で保健師を採用し、心に不調を抱える職員に対しまして定期的

に面談を実施するとともに、職場におけるサポート方法について所属長に助言する等の方法により、

メンタルヘルスケアに取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 令和４年、不搬送件数１万2,783件の内訳、状況についてでございます。 

 令和４年の不搬送件数の内訳は、全て概数値となりますが、受入れ先の病院がなかなか決まらな

いなどの理由により、傷病者が搬送を辞退した事案が8,445件で66.1％です。第三者通報で、酩酊に

より転倒し負傷した傷病者など、救急隊員が搬送の必要があると判断したものの、傷病者が搬送を

強く拒否した事案が1,941件で15.2％、明らかに死亡している事案が1,100件で8.6％、非火災報など

による誤報、あるいはいたずらなどの傷病者が発生していなかった事案が1,297件で10.1％となって

おります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 令和４年度における消防職員の負傷等の状況、件数についてお答えいたします。 

 公務災害の件数となりますが、災害活動中に２件、訓練中に４件、資機材の点検作業中などに２

件、合計８件の公務災害が発生しております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 
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○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。状況について御説明をいただきました。 

 そこで、お伺いしたいのですが、まず、不搬送件数の内訳についてなんですが、一番多く比率を

占める66％であった、時間がかかって受入れ先の病院がなかなか決まらないなどで傷病者自身が搬

送を辞退したという、ここについては、どのような反省というか、振り返れる余地はあるでしょう

か。 

 もう１点は、隊員の負傷等の件数、状況についてですが、こちらにつきましても、もう少しどこ

に留意をしていれば、この８件というのが生じなかった可能性があると考えられますでしょうか、

お示しください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 傷病者が搬送を辞退した66.1％の振り返りでございます。 

 やはり令和４年はコロナ禍という中で、出動件数が過去最多に到達した、あるいはなかなか病院

の受入れ状況が思わしくなく逼迫した状況で、なかなか受入れが円滑に行かなかったということも

ございまして、やはり傷病者の方が救急要請はするんですが、病院の受入れの手続をしている間に、

だんだん状態がよくなってきて、やはり自分で家で様子を見ますというものもございました。 

 やはり今後、受入れ体制というところが一番の今回の問題というところもございますので、関係

機関、医療機関、あるいは千葉市、千葉県とも、医療関係部局とも連携を深めて、医療体制の円滑

な体制づくりをやはり再構築していかなければいけないというところで考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 人事課長。 

○人事課長 人事課でございます。 

 職員の負傷に関する理由、対策等についてですが、災害活動中はいかんともし難いものがあるん

ですけれども、訓練中、あるいは点検中については、事前の確認、安全管理等を徹底すれば防げた

ものもあり得ると考えておりますので、そのあたりをさらに周知してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡崎純子君） ありがとうございます。不搬送事案の66％を占める内訳が、逆に傷病者の

方がお待ちいただいている間に、体の状態が改善されたことが多かったということを聞いて、かな

り安心いたしました。また、隊員の方の負傷等につきましては、やはりこちらも、もう少し事前の

確認などということでお考えいただいているということで、安堵しております。 

 ここからは要望でございますが、私は、一市民の代表といたしまして、例えば、皆様は本当に命

を懸けて御自身の危険を賭して、市民の方の救命がなされるよう、安全を守るように活動していた

だいています。ただ、やはりどうしてもそのために奔走していただいている隊員の皆様こそ、最も

その方々に間違っても殉職者が出されることがないように、その方の、例えば、火災現場などにお

いては、消火、救出作業の際に手段の選択肢があるのであれば、作業する方の安全ということを優

先順位として考えていただき、その上で、市民の方を初めて助けられる、火事においては消火作業

に取りかかれるというように、お考えをいただくことが重要かと思います。 

 僣越ながら要望を申し上げました。ありがとうございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） その他、御質疑等ございますか。椛澤委員。 
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○委員（椛澤洋平君） それでは、一問一答でお願いをしたいと思います。 

 まず初めに、先般の台風13号の際は、村田川で氾濫がありまして、救助の対応を救急でもしてい

ただいて、大変感謝をいたしております。 

 まず、初めに伺いたいのは、令和４年度、あまたるる事業を進めていただいた中で、いわゆる不

用額が多かった事業を３つ、あるいは、予算執行率が低かった事業を３つ、それぞれお示しをいた

だきたい。要因、課題もあればお聞かせいただきたいと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 令和４年度で不用額の多いものと執行率が低いものということですが、まず、不用額

の多いものの３点といたしまして、１点目につきましては、一般職人件費、これが約２億2,018万

1,000円ほど不用が出ております。これにつきましては、中途の退職者の発生によります職員数の減

少や、新型コロナウイルスの感染症の影響によりまして、事業の縮小、イベントの中止などに伴い

まして時間外手当が不要になったことによるものでございます。 

 ２点目につきましては、常備消防費の委託料なんですけれども、これも金額といたしましては

5,505万円ですが、事業の未実施や契約差金によるものが理由として考えられます。 

 それと、３点目ですが、消防施設費におきまして、工事請負、工事を実施しておりますが、これ

が不用が1,319万9,000円となります。これにつきましての契約におきまして、差金が発生したこと

により、不用額として残ったものでございます。 

 なお、執行率が低いものにつきましては、消防局長、消防団長の交際費等はありますが、それが

いずれも８％と９％、それと、消防団の中の災害補償費もありますけれども、これも事案が少なく

発生しましたので、発生率、執行率は9.3％と低い状況になってございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ありがとうございます。るるありましたけれども、なかなかそういうコロ

ナの影響もあったり、災害の部分での補償というのはないほうがもちろんいいわけでありますから、

理解をいたしました。 

 続いて、消防庁舎の整備で、畑出張所改築ということでありましたが、区役所内との行き来で、

まだいろいろ課題があるという現場の声も聞いていたものですが、その辺の影響についてどうだっ

たのかということと、今後、消防庁舎の数がどの程度あって、どのようなスケジュール感で整備を

進めていくのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 畑出張所受持ち区域の消防力を維持するため、日中は花見川区役所内で勤務し、夜間は花見川消

防署内で勤務することとしており、職員や現場への影響はないと考えております。 

 また、今後改修が必要となる消防庁舎につきましては、資産の総合評価にて計画保全の評価を受

けていない畑出張所ほか９庁舎で、今後、建築年数、老朽度等を勘案して、計画的に建て替えを実

施してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 日中は花見川区役所でやって、夜は消防署内ということで、その辺の行き
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来の苦労だとか、いろいろ大変あると思うんですよね。また、現場においてのスムーズな対応とい

うのは、ちゃんとできているということでありますので、引き続き、労務の部分での負担軽減も含

めて、しっかり対応していただきたいと思います。 

 続いて、消防団活動の体制充実でありますが、消防団の出動報酬人数の近年の推移がどのように

なっているのかと、消防団員の中で出動している隊員数の割合というのは、どの程度になっている

のか、お聞かせ願えますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 消防団の出動報酬の支給対象人数につきましては、令和元年度が延べ9,624人、令和２年度が延べ

2,227人、令和３年度が延べ5,991人、令和４年度が延べ7,391人となっております。 

 令和４年度における年間１人当たりの出動回数は、平均11.1回となりまして、出動している隊員

数の割合につきましては、およそ90％が出動しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） やはり令和元年度は、台風だとかいろいろな災害がございまして、多かっ

たと思います。他方、令和２年度はコロナもあって、かなり激減をしているという状況もあるわけ

なんですが、令和４年になって持ち直しているというようなイメージがありますが、昨今、消防団

員の充足率の問題、成り手の問題があろうかと思います。 

 言われているのは、なかなか団の活動の時間が持てないというお声も頂戴しているわけなんです

けれども、例えば、消防団の活動、あるいは、先般見させていただいた消防操法大会などの活動時

間は、平均でどの程度実施をされているのか。また、消防操法大会における本市の予算額はどの程

度だったのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 消防操法大会の訓練時間につきましては、おおよそ１回当たり二、三時間程度と考えております。 

 また、令和４年度の操法大会に限った訓練の実績につきましては、訓練回数が99回、延べ参加人

数が1,077人と把握をしております。 

 また、消防操法大会における本市の予算につきましては、昨年度、会場設営委託費といたしまし

て65万円となっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 私も先般の大会に出席をさせていただきまして、すばらしい演技を披露し

ていただいて、すばらしい成果だと思っています。 

 他方で、今言われたとおり１回に二、三時間あって、それがあるということで、非常に子育て世

代の若い隊員は大変だというお声も届いてきているわけでございまして、例えば、消防庁は、訓練

や大会の在り方を随時見直すような提言を2021年に出しているわけなんですけれども、その提言を

受けて、我が千葉市というのは、やはり持続可能な消防団員を確保していく、そういう観点で、こ

の活動を含めて一定の見直しを図っていく必要があるのかと思いますが、その辺の対応をお聞かせ

いただけますか。 
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○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 千葉市の操法大会につきましては、そういった消防団の皆様の声をいただきまして、会議のほう

で調整をいたしまして、大会出場チーム数を減らす方向で調整したりですとか、また、部を超えて

混合混成チームでの出場を認めるなど、工夫を凝らしまして、消防団員の構成や訓練状況等に応じ

た取組のほうを進めている状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 一定のそういう工夫、負担軽減というか、見直しを進めていただいている

のはよく分かりました。ぜひ引き続きその声を受けて、今まではずっとこうだったからという慣習

がそのままでいいのかというのは、要するに災害の形態、火災の数というのは、例えば、年間で80

数件しか起きていないけれども、今後自然災害が起きてくる可能性も高い中で、いろいろな救助の

在り方だとか、そういう部分もやはり求められてくるわけですよね。 

 先日、村田川が氾濫して自宅に取り残されたという方がいらっしゃって、そのときはもう緑区の

消防は全部出払っていて、そうしたら中央区から出動していただいたわけなんですけれども、やは

り僕が地元から聞くには、例えば、消防団員の人も、そのタイミングで何か対応を図れるように、

もっと連携を図るべきではないかということも言われていましたので、今後、自然災害における消

防団の機動的な連携対応を進めていくべきだと思いますが、その件についてと、あと土砂災害、あ

るいは水害の対応訓練をさらに増やしていく必要があるのではないかと思いますが、その辺の見解

についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 風水害による人命救助の出動につきましては、一般の災害活動に比べましてさらに安

全管理を徹底して、２次災害を防止する必要があると考えております。ですので、消防団単独の活

動というのは、なかなか難しいところがございまして、消防局のほうと連携をして活動するという

ことを想定しております。 

 なお、倒木処理などの活動につきましては、消防団単独でも活動をしてございます。 

 また、土砂災害や水害への対応訓練ということでございますが、市の消防学校におきまして、土

のうの作成等の訓練ですとか、各消防署との連携でチェーンソーの取扱い訓練ですとか、そういっ

た対応も実施してございますので、今後とも継続してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） この間の村田川の下流域は、本当に短時間で氾濫しまして、車が２台、３

台流されて、あれはやはりなかなか一般の人はもう救助に入れないし、大変だという部分があろう

かと思います。 

 ですから、ああいう被害というのは、今後の線状降水帯だとか自然災害の状況を見ますと、やは

り頻発してくる可能性があると。それに対する対応を強化していただくというのが、今の自然災害、

気候危機の課題の中で、非常に重要な取組なんだろうと思いますので、ぜひ、今、るる訓練もされ

ているということでありましたが、引き続き、対応の強化をお願いをしたいと思います。 

 続いて、予防消防の体制の充実なんですけれども、昨年も大椎台で高齢者のところで火災があっ
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て、逃げ遅れて亡くなったなんていう事案がありましたけれども、住宅火災の令和４年の件数、出

火原因、これを上位３つ、どうなっているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課でございます。 

 令和４年の住宅火災におけます出火原因につきましては、１位がこんろ、２位がたばこ、３位が

配線関係となっております。件数につきましては、85件発生しております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） やはり、料理をしていて火をつけたままとかで火災になってしまうという

ケースなのか、あるいは、今言われたＩＨのこんろから出火してしまうなんていうケースがあるだ

とか、私はこれが、やはり非常に今１位の発生件数になっていることを踏まえると、しっかりまた

市民の皆様方にそういう情報提供を、あと注意喚起を呼びかけていく必要があると思いますが、そ

の辺の周知の取組を進めていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 住宅防火につきましては、消防職員が実際に各家庭を、年間で120件訪問しまして、住

宅用火災警報器の設置推進と併せまして、防火について指導を実施しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 120件というのが多いのか、少ないのかでいえば、少し少ないという気もし

ます。全体に届くようなしっかりとした周知と、そういうアウトリーチ的な部分もかみ合わせなが

ら展開をしていただきたいと思います。 

 あとは、大規模災害時における火災想定と、今回もありますけれども、感震ブレーカーの設置に

おける軽減効果について、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課でございます。 

 平成29年２月に、危機管理課が公表しました千葉市地震被害想定調査結果の概要によりますと、

マグニチュード7.3の地震が発生した場合における火災の被害予測結果は、焼失棟数が5,880棟とな

っており、感震ブレーカーが100％設置されていれば、焼失棟数が3,270棟まで減少すると予測され

ております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ある程度、100％設置というのはなかなかあれなんでしょうけれども、それ

でもやはりそれだけ減るという効果が見通されているわけでございます。 

 その上で言うと、設置推進、決算で僅か15万9,000円ですか。恐らく昨年の決算の質疑でも、不足

感というのは、私以外でもほかの委員さんからも御指摘があったと思いまして、だから、大規模災

害時における火災の延焼を止めていくという観点で、やはり不十分だと言わざるを得ないんですよ

ね。 

 ですから、今やっている、今、中央区、花見川区、稲毛区にとどまらず、全ての６区で、やはり

集中している部分からどんどん対象を広げていくということが必要だと思いますが、いかがですか。 
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○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課でございます。 

 決算額15万9,000円となりますけれども、大規模地震時の通電火災による延焼防止、感震ブレーカ

ーの設置推進の目的であります目的を考慮しますと、木造住宅が密集しているなどの地域、要改善

市街地に対して、引き続き、設置補助を実施してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） その区域があまりにも狭いし、もう少し広げていっていただく必要がある

と思いますし、また、足立区なんかは、例えば、65歳以上で障害者や要介護者が含まれれば、特例

世帯という形で８万円、10分の10で支援をしています。 

 やはりこれぐらい手厚い支援の在り方があってもいいのではないかと私は思うわけでありまして、

大地震のときに本当に火災で逃げ遅れてしまう、そのときにやはりこれをつけていたから火災が起

きなかったということであれば、非常にその設置効果というのは大きいわけですから、ぜひ、高齢

者、障害者も含めた補助率、補助額の引上げ、こういう部分の検討をお願いしたいと思いますが、

いかがですか。 

○主査（小坂さとみ君） 予防課長。 

○予防課長 予防課でございます。 

 高齢者や障害者などの逃げ遅れを未然に防ぐ対策というのは、重要であります。本市では、火災

による逃げ遅れ防止対策としましては、高齢福祉課で行っております65歳以上の独り暮らしの方な

どを対象とした日常給付事業での住宅用火災警報器の設置助成を行っておりまして、継続して実施

してまいります。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） だから、要するに補助率だとか額だとかを含めて、それをもう少し広げて

いくことが必要なんだろうということで、併せて所管を超えて連携して、検討していただきたいと

思います。 

 続いて、災害時も含めて、先般の台風災害でもありましたけれども、動物の救助、動物も含めて

救助していかなければいけないというケースがあったかと思います。災害被災した動物の救命、救

急、救出、これは喫緊の課題だと思いますが、現状の課題についてどうなのかということと、今後

やはりそういうペットの救助においても、消防団員、救急隊員を含めて、一定の知識だとか、理解

促進も必要になってくるかと思いますが、その辺の啓発取組についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課です。 

 現在、119番通報等により覚知したペット救助につきましては、業務に支障のない範囲で、部隊を

現地に出向させて対応しております。課題等は、今のところないと考えております。 

 今後も、要請等を放置することにより飼い主様自らが高所に上り転落するなど、２次被害が発生

することのないよう、可能な限りペット救助に対応してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 
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○委員（椛澤洋平君） 要するに、被災した動物だとかもいた場合に、救急隊員、消防隊員だとそ

の対応がなかなか分からない。要するに獣医師ではないわけですから、もう少しその部分での研修

というか、そういう部分もしっかり考えてくださいという質問なので、どうぞよろしくお願いをし

たいと思います。 

 あと、救急体制の整備でありますけれども、やはり先ほども議論がありましたが、コロナ第８波

の救急隊の出動状況と、直近も、先ほどの今の市のものだと定点観測が27人だといって、第８波と

同じぐらいの感染の動向だと示されている。同時に、インフルも同時流行しているという状態なん

ですけれども、その辺の直近の第９波の状況についても併せてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 いずれも速報値になりますが、平成４年12月から令和５年１月までの第８波の救急出動件数は１

万2,847件でございました。第９波の明確な定義がインターネットとかで検索しても確認できません

でしたが、令和５年７月から８月の２か月に限定すると１万3,737件でございました。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 救急のほうの出動がかなりあったと分かりました。 

 あわせて、気になっていたのが、今年の酷暑も加わっていたと。例えば、酷暑での熱中症の救急

搬送がかなりあったと思うんですが、その搬送数はどれぐらいあったのかということと、また、御

自宅にエアコンがない世帯というのがあったのかどうかということ。やはり消防局として、熱中症

の被害防止の周知啓発というのもより一層の強化が必要かと思いますが、その辺の取組についてお

聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 令和５年８月の熱中症患者の搬送者数になりますが、こちらは203人発生してございます。そのう

ち、自宅にエアコンがない世帯は４人という状況になっております。 

 また、熱中症被害防止の普及啓発につきましては、市のホームページ、ＳＮＳ、市政だよりなど

の様々な広報媒体を活用し、普及啓発の強化に取り組んでおりますが、今後も引き続き、普及啓発

の強化を推進してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） やはりそういう一定の世帯があるということもありますので、その辺はま

た別の所管でしっかり対応していかなければいけないと思っておりますが、周知の啓発というのは、

消防からもお願いをしたいと思います。 

 これは、全国的な課題だとは思うんですけれども、コロナもある、こういう熱中症もあるだとか、

いろいろ感染症が複数出ている中でありますが、救急隊の到着から現場を出発するまでの、いわゆ

る現場滞在時間における平均時間の直近３年の推移がどのようになっているのかということと、我

が千葉市は、以前低位にランクされていたと思いますが、最新の状況について、どうなっているの

かお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 
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○救急課長 救急課でございます。 

 平均現場滞在時間の直近３年の推移と、政令市における本市の状況についてでございますが、令

和２年が21.8分で、20政令市中18位、３年が23.6分で19位、４年のみ速報値になりますが、28.1分

で20位となっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 令和４年は、速報だとは言いながら28分で、しかも政令市で最下位だと。

これを踏まえまして、やはりいろいろな対応の改善というか、取組の見直しというか、先ほども救

急隊の増隊という部分も一つのアプローチだと思いますが、やはりここについての市民の皆様方の

命を救っていくという観点でいえば、やはり何とかそういう時間も短縮させていかなければいけな

いというのは重々御承知の部分だと思います。 

 消防として、やはりこの時間を改善していくためにどのように取り組むのか、その辺の見解につ

いてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 やはり先ほども申し上げましたが、医療機関との連携を深めたりとか、あるいは市、

県も含めて、医療関係部局とやはり連携を深めて、受入れ体制を円滑にしていくというような体制

をやはり再構築して、１分でも早く、患者を病院に搬送するという体制を再構築していかないと、

なかなか改善に結びつかないと考えておりますので、やはり今後とも、課題として前向きに検討し

ていかないといけないと考えております。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） やはり受入れ側の医療機関の体制というのも、これがやはり密接に関わっ

ている部分かという気もしていますから、そこは消防だけの話を言っているわけでは決してありま

せんが、ぜひ連携という部分を含めて、しっかりと引き続き取り組んでいただきたいと思います。 

 その上では、いわゆる本来救急車を呼ばなくてもいいケースなども当然あるわけですよね。これ

をやはり減らしていかなければいけないという気もしていまして、その意味では、啓発というのが

大事だと、この間、議会でも指摘をしてきたわけですけれども、私、この間消防のホームページと

かユーチューブを見ていたら、ワタリ119さんという方が動画をつくってやっていて、何か２万回の

再生回数になっているということで、非常にこれは、例えば、千葉市のユーチューブの再生回数で

いうと、トップクラスの再生回数になっているんだろうと思うんですね。 

 やはり分かりやすいものをつくっていけば、市民の皆様に、不要な救急車を呼ばないとか、そう

いう部分も含めた周知啓発というのはもっとやれるんだろうと。そういう可能性をある意味示した

一つの取組だったのかなと思いますが、今後こういう積極的なコラボも含めて、動画配信、同時に、

高齢者の皆様方に届くような取組も一緒に進めていっていただきたいと思いますが、その点につい

てお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 現在、消防局では、救急関連の動画を７本公開しております。これらの動画を市民の

皆様に引き続き周知するとともに、特に高齢者の方々には、市政だより等を活用して、より分かり

やすい広報を実施しながら、普及啓発、あるいは救急需要対策ということを推進していきたいと考

えております。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－17－ 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） ＳＮＳという面では、消防のところで、動画作成を結構頑張っているとい

うのが私の印象でございまして、ぜひそこは、さらなる改善も含めて積極的に取り組んでいただく

よう要望しまして、終わりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ほかに御質問ございますか。渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） では、一問一答でお願いいたします。 

 消防局の皆様におかれましては、現在、コロナ禍であったり、あるいは自然災害が多いという状

況の変化の中、日々危険がある中、また、過酷な現場の中、日々市民の安心と安全のために尽力い

ただきまして、ありがとうございます。 

 では、質問させていただきます。上から順番に質問させていただきたいと思います。 

 まず、消防活動の体制の充実についてです。勉強不足で申し訳ないんですけれども、こちらの収

入の諸収入というのは、どういった収入になりますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 こちらにつきましては、消防団員等公務災害補償等共済基金というところから、退職報償金や消

防団員等公務災害補償金の支出分を収入したものでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。勉強になりました。 

 あと質問、項目の中で、小型動力ポンプ付積載車更新とあるんですけれども、これは何年置きぐ

らいに更新が必要なものなんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 小型動力ポンプ付積載車につきましては、おおむね20年を目安に、古いもの、動かな

くなってしまったものも含めまして、更新を図るようにしております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。更新の順番というのは、純粋に古いものから変え

ていっているのか、それとも地域のニーズに合わせて、ニーズの高いところから更新していってい

るという状況なのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 基本的には、古いものから更新をしていくということでやっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。小型動力ポンプ付積載車なんですけれども、例え

ば、高層マンション街にあるような消防団にも配置されているものなのか、また、そういった高層

マンション街でも使えるものなのかどうか、伺います。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－18－ 

○総務課長 高層マンション自体につきましては、連結送水管ですとか、屋内消火栓等の消防用設

備を活用した消火というものを想定してございますので、小型動力ポンプそのものを使うといった

ことは想定をしてございません。 

 それらの地域でございましても、そういう高層マンション以外の地域を守る、いろいろなものを

消火するというところが小型動力ポンプの目的というところとなっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） よく分かりました。ありがとうございます。やはり住環境の変化や、ある

いは仕様、技術の変化であったり、あるいは自然災害の増加などで、日々恐らく消防団に求められ

る役割というのは変わっていっているのかと思いますが、引き続き現場の声を聞いていただきなが

ら、消防団活動、体制の充実に努めていただけたらと思います。 

 次に、消防車両等の整備に関してなんですけれども、先ほど、古い消防車両については売却して

いるということだったんですけれども、それは大体購入価格の何割ぐらいで売却できるものなのか

ということと、あと売却先が、いわゆる海外とかなのか、どういったところに売却をされているの

か、伺います。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 令和４年度は、消防車両10台を更新しております。廃車となった車両は、鉄くずとして入札によ

り売却し、令和４年度は897万6,000円の歳入となりました。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。それは、購入価格の何割とかは分からない状況で

すか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 消防局としましては、鉄くずとして売却しておりますので、中古として売り払ってい

るわけでございませんので、その辺は把握しておりません。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 状況を理解いたしました。少しでも回収につながるように、また引き続き

努力を続けていただきたいと思います。 

 次に、消防活動体制の充実についてなんですけれども、泡消火剤、消火薬剤の更新ということな

んですけれども、これは、使用期限がどのくらいあるのかということと、もし使い切らなかった場

合は、処分みたいなこともあるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課でございます。 

 使用期限ということで、泡消火薬剤の使用期限につきましては、一応消防庁のほうから８年から

10年を交換の目安の推奨ということで示されていますので、それに基づいて行っております。また、

一部人体に有害とされる物質が含まれている消火薬剤というものの廃棄につきましても、消防庁の

ほうから示されましたので、その内容についても廃棄いたしたところです。 
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 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。引き続き、消防活動体制の充実に努めていただけ

たらと思います。 

 次に、救急体制整備についてなんですけれども、救急救命士養成をされたということなんですけ

れども、養成に関してかかる期間はどれくらいになるのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急課でございます。 

 まず、消防局採用後に、救急隊員として５年、または2,000時間以上の実務経験を行った後、一般

財団法人救急振興財団の研修所に入校し、約６か月間の教育を受けます。その後、国家試験合格を

した後、救急救命士就業前病院研修を約１か月間実施して、運用開始という運びになります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。やはり人材育成は非常に大事だと思いますので、

引き続き、養成に尽力いただけたらと思います。 

 次に、消防指令体制充実についてなんですけれども、ちば消防共同指令センター機器部品交換修

繕ということなんですけれども、これも勉強不足で申し訳ないんですけれども、どういった部品の

交換をされているのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 指令課でございます。 

 機器部品交換修繕でございますが、20の構成消防本部に配置しております、消防車両に設置して

おります運用端末装置の修繕といたしまして635万1,000円、あとは指令センターに設置しておりま

す各システム、指令制御装置や直流電源装置、こういったものの修繕、部品交換といたしまして

1,566万7,000円、合計で2,201万8,000円となります。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。この消防共同指令センターのシステム更新もあり

ますし、引き続き、安全で安定した消防指令体制づくりに引き続き努めていただけたらと思います。 

 では、最後に、予防消防体制の充実についてなんですけれども、これも勉強不足で申し訳ないん

ですけれども、火災危険性の高い防火対象物などへの査察業務に関しての289万円ということなんで

すけれども、この予算というのは、どういったことに必要な予算になっているのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 査察対策室長。 

○査察対策室長 予防課査察対策室でございます。 

 主な内訳についてでございますが、各消防署に配布する各種専門図書購入などに153万5,000円、

消防訓練指導用のリーフレット作成などの委託料に55万4,000円などとなっております。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。先ほど、椛澤委員の言われた感震ブレーカーの設

置、あとは住宅用火災警報器の設置の推進等を含めて、査察業務を含め、予防消防体制の充実を引

き続き努めていただけたらと思います。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－20－ 

 事務局の皆様においては、現在、コロナ禍や自然災害の増加など、日々変化する状況に対応して

いただきましてありがとうございます。今後も、コロナ禍もまだまだどうなっていくか分かりませ

んし、また、大きな災害等もいつ起こるか分からない状況で、日々、隊員の皆様は大変な状況かと

思いますけれども、引き続き、市民の皆様の安心・安全のために、現場の方々がしっかりと業務に

当たれるように、体制の充実に努めていただきたいと思っております。引き続きよろしくお願いい

たします。 

 私の質問は以上です。 

○主査（小坂さとみ君） それでは、ほかに御質疑ある方。川合委員。 

○委員（川合隆史君） それでは、一問一答でお願いいたします。 

 まず、消防車両等の整備ということで２億6,000万円ぐらいということなんですが、予算当初では

６億6,000万円ぐらいを予算計上していたかとは思うんですが、これが実際には２億6,000万円にな

ってしまった内容のほうをまず、確認させてください。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 要因につきましては、応札がなかったものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） 応札がなかったというのは、入札不調ということですか、ちょっと確認を。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 そのとおりでございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） そうすると、逆に入札不調で整備できなかったということで、そういう更

新のスケジュールだとか、いろいろな現場の体制に不備とかはないんですか。大丈夫ですか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 更新車両につきまして、最低限の点検整備を実施し、対応いたしました。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） 今年度の決算では、例えば、予算はこれぐらい計上していたけれども、入

札不調だからできなかったということで、今後は、今年度の分も含めて来年度とかというのはどう

いうことなのか。プラス、何で不調になってしまったのかというところの原因に関しては、どのよ

うに捉えていますか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 現在、業者に問い合せたところ、納期はまだ未定とのことでした。今後も供給状況を

注視していきたいと思います。原因につきましては、自動車メーカーのエンジン等の排気ガス、ま

た燃費等の不正問題が関係していると思われます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。これは本当に今、自動車メーカーのほうが、千葉

市内のほかの部署もなかなか納車がなくてということは理解はしているんですけれども、確認した
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かったのは、千葉市の公用車に関しては、これから新しく入るものは全て電気自動車、もしくはハ

イブリッドの、いわゆる環境に優しい車をということなんですけれども、消防車両、消防関係車両

に関しても、これに関してはそういう形で準備していく状況なのかどうか、まず確認をさせてくだ

さい。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 消防車両につきましても、ＥＶ化を海外等は進んでおりますけれども、現在のところ、何時間も

放水したりすると、バッテリーの問題とかがまだ多くありまして、その状態がクリアになれば千葉

市におきましても電動化を進めていきますが、現在のところ、そういう対応ができる車両はまだ出

ていないような状況ですので、その辺も注視していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。ＥＶ化だけじゃなく、当然ハイブリッドというタ

イプのものも中に当然入っていますので、なかなか今、本当に自動車メーカーのほうが供給不足で、

行政側のほうも、頼みたくても納車ができないという現状だということは理解しております。 

 ただ、これが本当に抜本的に改善するかどうかというのは、市場を見ているとなかなか難しい状

況なのかと捉えておりますので、更新のスケジュールを見直す中で、いわゆる出動であるとか、い

わゆる備品、車に関してしっかりと点検と整備のほうをしていただいて、そういうことが起こらな

い努力をしていただくというか、そういう形で進めていただければと。引き続き、そういう車両に

関しては、当然千葉市で決めた方針に向けていろいろな形で調査研究を重ねていただいて、いわゆ

るＳＤＧｓであったりとか、脱炭素であったりとかという千葉市の目標もありますので、それに向

けてしっかりと進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、救急体制の整備ということで、いろいろな委員の皆さんからもいろいろな形で御質問があ

る中で、まず、幾つかデータというか、お聞きしたいんですけれども、まず、先ほど医療機関の搬

送がなかなかちょっと難しい状況だというのは当然理解するんですが、千葉市内で千葉市内の方が

市外に搬送されることの統計みたいなものは、取っておられるようでしたら教えてください、医療

機関が市外になってしまうというケースなんですけれども。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 市外に搬送したものの統計自体は取っておりませんが、今すぐには出ない状況でござ

います。今後、その状況を調査することは可能でございますので、後ほどお示ししたいと考えてお

ります。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。僕らも身の回りの方で、そんな遠い病院に搬送さ

れたんだなんていうことを見聞きするものですから、確認なんですけれども、次に、例えば、休日

の搬送状況、例えば、平日と休日でやはり医療機関の受入れ体制というのが少し違うというのは一

般的に感じる中で、土日、休日と平日での搬送のそういう差みたいなものというのは、今現状、感

じられるのかどうかをまず、確認させてください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 医療機関の開院というんでしょうか、土日、祝日に関しては、やはり民間病院は、土
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曜日の午前中は開業しております。ただ、公立病院は、土曜日は終日閉院している状況でございま

す。あと、日曜、祝日については、公立あるいは民間病院についても閉院という形で、基本的には、

当直の医師が当直をして、救急患者の対応をしているという状況でございます。 

 あと、やはりどうしても病院の受入れの体制は、平日に比べれば体制が少し縮小されますので、

やはり受入れの体制に関しても、なかなかスムーズに行かないというところが現状でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。状況は理解いたしました。 

そうしたら、救急搬送の搬送症例、例えば、どういったものが千葉市の救急搬送では多いのか、

それが分かれば教えていただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 千葉市で搬送症例といいますと、例えば、急病とか、交通事故とかそういったことで

よろしいでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） どちらかというと、そこも含めて、例えば、急病であった場合、骨折なの

か、脳の疾患なのか、心臓の疾患なのかというところの状況というのが分かれば教えていただけま

すか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 千葉市では、一番事故種別で多いのが、急病ではございます。急病の中の、例えば、

脳疾患なのか、心疾患なのかというところまでは、申し訳ございません。今、手元にはデータがご

ざいませんので、後ほどお示ししたいと考えております。 

 あと、交通事故とか一般負傷、いわゆる通常、道路を歩行していて転倒して、けがをしてしまっ

たというものが一般負傷というんですが、上位３種別が千葉市の搬送の上位３位というところでご

ざいます。 

 あと、転院搬送というのもあるんですが、基本的には、上位３位が先ほど申し上げたとおりの事

故種別でございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。先ほどからほかの委員も、当然医療機関との連携

が必要ですということなんですけれども、医療機関とコミュニケーションを取って努力をしていま

すということですが、先ほどからの医療機関も休んでいるときに搬送するというのはなかなか難し

いですし、救急の皆さんのほうが非常にいろいろな意味で御苦労をされているということは、当然

もう理解している中で、そうはいっても、搬送先をどう確保していくかというところが大きな本当

に鍵になる中で、なぜいわゆる症例の内容の分析ができているかということを確認したかというと、

やはり僕らが聞いている、感じるところだと、高齢者の骨折が多かったり、それから脳の疾患が多

かったりというのは、医療機関の方たちのお話を聞いても、そういうところがやはり非常に今足ら

ない。 

 人も足らないし、千葉市の中でも、市立病院の中にも整形外科がなかなか整備できなかったりと

かということを聞いていると、実際には、そういうところは、皆さんがコミュニケーションを取っ
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て搬送先を探すだけでは済まない部分があるのではないかというところを日頃感じているんですけ

れども、実は、でも一番本当に切実に感じているのは、日々活動している救急隊員の皆さんなので

はないかという中で、例えば、そういういわゆる医療体制の整備というのを消防局であったり、消

防局として、例えば、千葉市の病院局を含めて、何かいわゆる定期的にコミュニケーションを取る、

定期的に会議を行うような場所が、今現状、存在するのか、あれば教えていただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 千葉大学をメインとしたＣＨＩＢＡｅ－ｌｉｎｋという、地域の医療機関、あるいは

消防局、医療政策課、病院局、いろいろな各課が会議体に加わった会議体がございます。そこでや

はり医療体制の整備という形の議論を検討、議論を重ねて、今後、医療体制の改善に向けた議論を

今しているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。なかなか救急隊、消防局のほうが医療機関に対し

て、こういうところだからというところが本当に反映されていないというところは、すごく感じて

いますし、僕らも市立病院の在り方に関しても、やはり救急搬送、救急に対応するという高次医療

のことというのは当然お願いしているんですけれども、やはりいろいろなハードの問題だとか、い

ろいろなところで厳しい部分があるかとは思うんですけれども、引き続き、当然いろいろな分析を

しながら、特にこれから想定される、高齢化社会と言ってしまうと何かすごく安直なんですけれど

も、やはり搬送自体もしっかりと科学していただくことが重要かと。 

 しっかり分析していただいて、まず、どういう疾病に対して、どういう病院が、どういうところ

に備わっているかというところをしっかりと検証していただいて、そういうところの準備もしっか

りと引き続きやっていただいて、市民の皆さんがなるべく早く搬送していただけるような努力を引

き続きお願いしたいと思います。 

 続きまして、それに含めて、一応ここに書かれているＩＣＴを活用した救急業務の推進というこ

とで、これは更新の部分だとは思うんですけれども、そこの内容を確認させていただければと思い

ます。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 現在のＩＣＴ、いわゆる救急情報共有端末でございますが、５年契約という形で、来

年が最終年となります。それのランニングコストがこの金額になります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） そうしたら参考までになんですが、来年更新に向けて、非常にいいシステ

ムだということで聞いていますし、若干これは、消防指令センターは広域でやっているけれども、

千葉市の消防だけがいわゆるシステムを使っているということで、広域配備も考えなければいけな

いという話は以前からお伝えしているかと思うんですけれども、来年度更新に向けて、どういうと

ころの準備を進めていくか、お聞かせください。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 現在の第２期の救急情報端末でございますが、画像の静止画のみしか救急隊から病院

に情報が送れないものになっております。 
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 次世代は、動画を送れるように今検討しているところでございます。例えば、救急隊員が指令セ

ンターの常駐医師に、処置を行うときに実画像を御覧いただきながら、前にございました薬剤誤投

与とかを防止するためとかそういった目的も含めまして、動画を指令センターの医師、あるいは実

際に搬送する病院に動画を送って、実際に見ていただくと受入れがスムーズになるというケースも

ございますので、そういったところをまず、機能強化していこうというところが１点です。 

 ほかには、ＯＣＲ機能、例えば、保険証とか免許証を一瞬で文字認識して、それはもう端末に自

動的に入力されるので、今まで救急隊員が手で入力していた時間がかなり短縮できるというものと、

あとはバイタルサインといいまして、モニターから情報をブルートゥースとかで瞬時に端末に転送

できるようなものも今考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。そういう意味では、検証しながらそういうところ

が必要だと、今聞いただけでもなるほどというところはありますので、しっかりとシステムに反映

できるように進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて、決算のほうに明確に書いてあるわけではないんですけれども、人材確保であるとか人材

育成に関して、先ほど椛澤委員からも、火事はあまりないけれども、消防隊の皆さんは日々訓練を

していかなければならない中で、よく昔は、現場で研修、現場でいろいろ勉強しながら慣れていっ

たというところがありますが、年間で火事も非常に少ない状況の中で、いざというときに対応する

訓練というのは非常に重要だとは思うんですが、当然そういう意味での人材育成に関して、過去に

いろいろ消防局のほうからの予算要望等で、火をつける家タイプの訓練をするものがずっと千葉市

はなかったけれども、それを何とか整備したいということで、過去４年ぐらい前にはそういう議論

をしながら、ようやくそういうのが整備されたということではあったんですが、今の現状で、人材

育成、また研修制度の中での不備なものであるとか、こういうものが千葉市の訓練では過不足して

いるというところがあれば、そういうところも含めて、今の現状を確認させていただければと思い

ます。お願いいたします。 

○主査（小坂さとみ君） 警防課長。 

○警防課長 警防課でございます。 

 消防隊の訓練ということでお話ししますと、現在、警防技術大会という形で、各種の基礎的な活

動に必要なものを訓練形式で競わせて行うようなことを、各種競わせてそういうことをやって、経

験の少ないところを補うように対応しておるところです。 

 今年度８月に実施し、また、10月には、県全体を含めてそういう動きをしているところでござい

ます。あと、今、いろいろ議員からもお話ありましたけれども、大規模災害広域化とありましたけ

れども、自然災害、各種緊急消防援助隊という全国規模のものも活動の中にありますし、そういう

関東ブロックの中の広域な訓練、または県内通しての消防の訓練などにも積極的に活用して、人材

育成に努めているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。本当に火災以外でも災害対策という部分では、本

当に一般の人では想定できないような訓練をしていかなければならないというところは感じており
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ますので、先ほどほかの委員からも、メンタルヘルスであるとか、そういうところのバランスも取

りながら、しっかりと人材育成のほうに努めていただければと思います。 

 消防局の皆さんは、本当に非常に苛酷な現場でお仕事されていて、千葉市の本当に安心で安全な

ところを最先端で担保していただいている部署だと理解しております。非常に仕事としては高スト

レスの中でやっているところというのをまずは、本当に感謝申し上げまして、私の質問は以上とさ

せていただきます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 皆様に申し上げます。ただいまの川合委員からの質疑で、救急に関する

資料の申出がありましたが、ほかの委員の皆様は必要でしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○主査（小坂さとみ君） では、必要な委員の方に御用意をお願いいたします。 

 では、伊藤委員、お願いします。 

○委員（伊藤康平君） 一問一答でお願いいたします。 

 まず、基本的なところからの確認です。 

 歳出の部分で、消防車両の差金ということで、不用額が約３億2,000万円近くあります。 

 一方で、歳入の部分での消防債についても約３億5,900万円、３億6,000万円ぐらい、その中では

消防車両の充当という話がございました。これを単純に差引きすると、実際の消防債というのは約

4,000万円ぐらいが残っているという考え方でいいんですか。教えてもらえますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 答弁願います。総務部長。 

○総務部長 消防車両の未実施によるものの市債は充当しておりませんので、充てていないという

状況で決算を出させていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） この消防債は、実際は何に充てられているんですか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 市債の内訳につきましては、車両で救助工作車、それと高規格救急自動車、それと消

防団の小型動力ポンプ付積載車、あとは消防団の小型動力ポンプ、それと可搬式の小型動力ポンプ、

それとあとは、ヘリコプターおおとり１号のレスキューステップというのも改修しましたので、そ

れに市債を充当してございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 今の話では充てられていないと言っていましたけれども、車両に充てられ

ているんでしょう。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 すみません。一部は充ててございます。救助工作車と高規格救急自動車には、市債を

充当してございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 不用額の全体が車両ではないということは分かりますけれども、実際にこ
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れだけの203億2,000万円ぐらいの不用額が出ていて、なおかつ、市債も同じ、少しそれより多い形

の市債を発行されているということですから、何かそこら辺のバランスというものが、予算を執行

する際にどのように積立てをして行ってきているのかというのが、何かもう少し丁寧に進めていく

と、こういった不用額も少なくなってくるのではないかと単純に素人ながら思うんですが、そこら

辺はどのように受け止められていらっしゃいますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 消防局の予算につきましては、全体的に執行率は93％なんですけれども、今後、事業

費につきましては、より適切に経費算出を行いまして執行することが必要であると考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） そのような答弁しか多分できないとは思いますけれども、不用額が多いか

ら課題があるとか、少ないからいいとかということではないのかもしれませんが、そこら辺、この

書類で見ているだけで、数字の額面上だけで我々は判断している部分があるので、そこら辺はより

丁寧に御説明をしていただきながら、今後の予算執行に努めていただきたいと思っております。 

 続いて、内部統制について確認をさせていただければと思います。 

 財務事務における内部統制制度が導入されてきておりますけれども、当局においても、令和４年

４月に作成された予算執行の手引を基に、各種事業に着手されていると聞いております。どのよう

に取りまとめられて、業務の効果的、また効率的な執行に努められてきたのか、お聞かせいただけ

ますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 内部統制につきましては、いわゆる支払い遅延等、財政手続のミスによって仕事が滞ってしまっ

たりとかということがございました。ここ最近、消防局につきましては、大分改善してきてはおる

んですけれども、まだヒヤリハットですとかがございますので、そういったものを消防局内で共有

をしたりですとか、あとそれ以外に、予算の執行マニュアルにつきましては、過去監査等で受けた

指摘に至らなかったような、ここは注意したほうがいいというようなことを含めまして、局内でこ

ういう改善をしようというものをるるまとめまして、局内のほうで使っているものでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。今、答弁というか、お話の中にもありましたけれ

ども、監査からの指摘があったということで、監査のほうからは、契約事務において、適切な専決

者によって決裁が行われていないということが指摘されています。これは非常に大きなことだと思

うんですよね。 

 やはり、予算を執行するに当たって、それを決定する決定権者の判断を受けずにそのまま執行し

ているということは、これは軽い話ではなくて、金額が大きいからとか、小さいから、よかったと

か悪かったという判断ではなくて、やはりそれは消防の皆さんは指示系統がしっかりされている中

で、やはりこういう事務事業の中で指示系統がしっかりとなされていないということの裏返しでも

あるので、そこら辺は、やはりちゃんとやっていかないといけない話だと思っています。 
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 改めて、別に反省の答弁を求めるものではないですけれども、こういった監査の指摘を受けて、

今ヒヤリハットの話が出ましたけれども、今現在、どのような形でこういった事業を進められてい

るのか、もう一度お聞かせいただいてよろしいですか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 今、議員御指摘のあった件につきましては、一般競争入札を実施する場合に、公告と

いう形で広く知らしめる、こういう入札を今度行いますというのをやらなければいけない決裁があ

るんですが、普通の財務会計の決裁は、金額に基づいて、局長ですとか、部長ですとか、課長です

とかというような形で専決者が決まっております。 

 一般競争入札の公告についても、財政上の決裁権者と同一で決裁をしていたところ、公告につき

ましては、そもそも上位の決裁のほうに規定上なっておりまして、その部分を我々が御認識をして

いたというところでございます。ですので、今、こちらの一般競争入札における公告は、その事務

の予算の額にかかわらず、一定規模以上の決裁を受けるというようにマニュアルのほうを変えさせ

ていただいて、徹底をしているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。令和４年につくられた、消防局でつくられている

予算執行の手引というものは、監査においても大いに評価されているものだと認識しております。 

 一方で、こういった手引を活用しながらも、やはりこういうお金に関わるもので指摘を受けると

いうことは、それはやはり何のために作成されているのかと、まさに内部統制を図っていくために、

皆さん方はどう取り組んでいるのかということをまた疑問に思うことでもあるので、せっかくいい

ものをつくられて取り組まれているわけですから、やはりこういう、単純ミスとは言いませんけれ

ども、大きな問題にも関わることでもあるとは思うので、そこは気を引き締めて取り組んでいただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 続いて、消防調査の整備についてです。 

 畑出張所の改築ということで基本設計が出されておりますけれども、基本設計を行うということ

は、この後に詳細設計を行うという解釈でよろしいんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 施設課でございます。 

 今年度、令和５年度に実施設計を実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 基本設計をやっていることを否定するわけではないですけれども、改築に

なってくるので、元の図面があれば、その図面を基に、すぐに詳細設計に入っていけるのではない

かと思っているんですけれども、そういうことをすることによって、やはり整備計画というのが早

く進めていけるのではないかと思っておりますが、丁寧に基本設計から進められているということ

なんですけれども、そこら辺はどのようなお考えの中で、基本設計、詳細設計というのに取り組ま

れているのか、お考えをお聞かせいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 千葉市のやり方としまして、営繕課がメインとなりますけれども、基本設計を実施し
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た後に、実施設計を実施するというような流れで、現在は実施しております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。丁寧に進めていくことは、確かに大事だとは思い

ますけれども、あとは、全体の整備計画のこともあるでしょうし、やはり１日でも早く改築工事も

進めて、消防機能を維持していくということも大事だと思うので、場合によっては、基本と詳細を

両方同時に、一緒になって出してもいいのではないかとは思っていますが、最後にその辺のお考え

だけを確認させていただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 施設課長。 

○施設課長 なるべく早い時期に建て替え等が実施されるのがベストでございますけれども、今後、

また関係機関とそういう話もしながら、変えられるところは変えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） よろしくお願いいたします。先ほどほかの委員のほうからも、庁舎整備の

計画について少し触れられておりましたが、どのような計画に基づきながら進められてきているの

かということと、また、改めて新設する予定はどれぐらいあるのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。 

 消防庁舎の建て替え計画ですが、千葉市全体として、公共施設等の建て替え計画等ございますが、

それの個別計画として、消防局でも計画をもってやっているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 個別計画をもって整備をされているというお話ですけれども、庁舎の整備

には、用地の取得というものが関わってくると思います。取得した用地は、適切に活用されており

ますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 現在、消防局として持っている用地には、公共のものが全て建っておりますので、適

正に使用していると判断してございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 何で聞いているのかというと、旧横戸台消防用地について指摘されている

とは思うんですが、その内容についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 旧横戸台の消防用地は、住民側から消防に寄贈されたものですが、これにつきまして

は、現在、健康福祉課のほうで住民のゲートボール場として使わせていただくという流れの中で、

現在は所管替えをいたしまして、消防局の手から離れたという関係もございますので、うちとして

保有しているという状況ではございません。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 
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○委員（伊藤康平君） 実際に、目的外使用されていたことに対して指摘されてきているわけです

よね。それがなぜそういった事態になってしまったのかというところが問題なのではないかと私は

思っているんです。だから、適切に活用されていますということをおっしゃっていますが、でも実

際には、その背景には実はそういう指摘があって、現在に至っているのではないかと思っているん

です。 

 だから、これは目的に沿って使用すべき用地が、それが用途が変わったことによって、用途替え

をせずにそのまま進めてきてしまったというのは、どういったジャッジミスがあったのか。そこを

確認したいんですけれども、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 取得した年度については、正確なことは分からないんですが、そこの住宅地に住宅が

多くできるということで消防用地として寄贈されたものですが、現状も、バブルの崩壊ですとかい

ろいろなことがありまして、住民が減ってきているという背景の中で、消防用地も確保していまし

たけれども、建てられない状況に変わったということでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 要は、先ほどの内部統制の話もそうですけれども、実際に取組として、要

は手引があったり、しっかりとしたルール決めをなされながら皆さん方も取り組んでいらっしゃる

んだけれども、要所要所で、何か違うミスジャッジがあって事業を進められているという印象があ

るんです。だから、やはり決められたルールの中に基づいて、一つ一つの事業を執行していかなか

ったら、要はこれは大きな事故にもなりかねないと思うんです。 

 だから、これは用地のことだけではないですけれども、先ほど申し上げたとおり、やはりしっか

り一つ一つのルールを職員一人一人に認識していただいて、一つ一つの事業を重ねて取り組んでい

くということが大事だと思いますので、そこら辺は改めて指摘をさせていただければと思います。

もしくは、何か御意見があればお聞かせいただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 総務部長。 

○総務部長 意見については、特にありません。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 続いて、救急搬送のお話についてです。 

 先ほど以来から救急の話が出ておりますけれども、今回我々の質疑の中でもお話を伺ってまいり

ました。その中で、改めて復唱するような形になりますけれども、令和４年度の救急搬送の到着時

間等についてお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 救急統計は令和４年ですので、各地から病院到着までの搬送時間の平均は53.2分とな

っております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 53.2分ということで、政令市の中では、速報値でいうと平均は44.8分とい

うことで聞いてはおります。それが時間がかかり過ぎているのかどうなのかというのは、状況が違
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うので一概には言えないとは思います。 

 またさらに、令和４年度というのはコロナの影響もあって、救急の出動件数が過去最大になった

ということで、約６万6,000件近くの出動があったと聞いております。先ほどのほかの委員の話から

も伺うと、その中で搬送件数が約１万件ぐらいあったということで、実際に搬送されたのが約５万

件近くあるということは、非常に膨大な数の出動件数と対応だったと受け止めております。 

 ほかも、これも他の委員からも話がありましたが、市外に搬送された件数の統計は取られていな

いということだったんですけれども、やはり市内の医師会との調整を図っていくとか、市立病院と

の搬送の協議をしていく中において、市外の搬送がどれぐらいあったのかという統計はやはり持っ

ておかないと、受入れ体制についての協議というのは、なかなか具体的な話が進んでいかないので

はないかと感じておりますが、そこら辺はどのように受け止めていらっしゃるのか、お聞かせいた

だけますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 市外搬送の件数、割合でございますけれども、今、おおよそでしか手元にはないので、

はっきりとしたものは言えません。ただ、かなりの数の市外搬送が実際発生しているというのは、

把握しております。 

 やはり理想は、市内完結というのが理想でございますので、やはり市内の医療機関で使用してい

ただけるような連携を深めていくというのが、やはり必要であると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） すみません。なかなか回答がしづらい質問をさせてもらいましたけれども、

別に消防局がやっている取組に対して、私も否定的に受け止めているわけではなくて、ぜひ改善に

向けてどう本当に形をつくっていけばいいのかということを私自身も考えています。 

 だから、何となくやはり縦割りみたいな形があって、消防局は消防局で、救急搬送の時間をシス

テマチックにしていきながら変えていこうとされているんだけれども、一方で、受け入れる側の病

院局のほうの考え方がそこに合致しているのかというところが、何となく溝があるように感じるん

ですよね。 

 そこをやはり共通理解の中で、では、この救急搬送と受入れ体制というものをどう確立していけ

ばいいのかというところの議論を深めていかないと、お金をかけてシステマチックにしていくこと

によって、働く救急隊員の仕事が簡素化されていくということは評価できるんですけれども、一方

で、そこの協議体というところをもっと深めていくためには、何が必要だと皆さん方は感じられて

いるのか、教えていただきたいと思っています。 

○主査（小坂さとみ君） 救急課長。 

○救急課長 先ほど答弁にございましたＣＨＩＢＡｅ－ｌｉｎｋという会議体がございまして、そ

こで今議論しているのが、実は急性期の医療機関、そこで救急患者を受け入れて、ある程度状態が

安定すると中期の、急性期ではなく、慢性期でもなく、中期の患者を受け入れる医療機関、そして

慢性期の医療機関というようなシステムを構築して、それぞれの病院がその役割を果たすことで、

救急患者の受入れの病床が空くというような構想を今考えております。 

 それが、これから先の話になりますが、それがもし実現できることになれば、やはり受入れの体

制もスムーズに円滑に進んでいくものと考えておりますので、現在、その会議の検討を進めている
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真っ最中でございますので、そちらを注視していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。非常に大きな課題で、なかなか具体的な解決策と

いうのが難しい中だとは思いますけれども、本当に今もなお、新型コロナの影響もあって、多分救

急隊の皆様は、大変な中での出動要請があるのではないかと推察します。 

 医療との連携という部分が欠かせないものにはなってくるので、また皆さんのお知恵をお借りし

ながら、また病院局等にもしっかりと皆様の声を伝えていきながら、救急医療体制の確立というも

のにも私自身も努めてまいりたいと思いますので、本当に大変な中の取組とはなりますけれども、

引き続きどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） その他、御質疑を願います。植草委員。 

○委員（植草 毅君） 一括です。 

 消防指令体制の充実というところで、１点だけ聞きたいんですけれども、現在のところ、指令体

制というのは独自システムで、千葉市内全域で、不感地帯というのはもうない状態であるんですか

ね。それとも、ＭＣＡアドバンスとかそういうのを入れて、やっと全部不感地帯がなくなっている

というような状態なのか、教えていただきたいんですが。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 消防救急デジタル無線でございますが、こちら

は県のほう主導で、県内全域に基地局等を設置いたしまして、現在、千葉市ではございませんが、

県内ですと若干の不感地帯もございまして、今後の更新に併せてそういった部分の解消を含めて、

更新のほうを進めさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） ということは、独自システムで不感地帯が幾らか残ったけれども、千葉市

は全くないという状態という認識でよろしいということですよね。分かりました。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 申し訳ありません。原則的には不感地帯はござ

いませんが、建物の陰ですとか、そういうところに入った場合にはそういった可能性がございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 今度は、５年の更新に当たるんですよね、システムの更新になるというこ

とですよね。そのときに改善して、何とかなるということになっているんですか。それとも、まだ

その時点でも、不感地帯はできてしまうということになってしまうんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 指令事務協議会担当部長。 

○指令事務協議会担当部長（指令課長事務取扱） 申し訳ございません。ちば消防共同指令センタ

ーの更新につきましては、消防救急デジタル無線を除くセンターの更新でございまして、無線の更

新につきましては、県主導のほうで今後、計画的に実施される形になろうかと思いますので、そう

いった中で意見を申していきたいと思っております。 
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 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 了解しました。 

○主査（小坂さとみ君） では、ほかに質疑等ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（小坂さとみ君） では、御質疑等がなければ、以上で消防局所管の審査を終わります。 

 消防局の方々は御退室願います。御苦労さまでした。 

［消防局退室、病院局入室］ 

○主査（小坂さとみ君） 念のため皆様に確認いたしますが、病院局の皆様に待っていただいてお

りましたが、説明だけでも午前中に聞くか、もしくは、もう休憩に入りますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○主査（小坂さとみ君） では、休憩に入りますので、再開は13時とさせていただきます。 

 お疲れさまでした。 

 

午前11時53分休憩 

 

午後０時58分開議 

 

○主査（小坂さとみ君） それでは、休憩前に引き続き分科会を開きます。 

 

病院局所管審査 

○主査（小坂さとみ君） 次に、病院局所管について、説明をお願いいたします。 

 委員の皆様は、サイドブックスの３番から病院事業会計決算書をお開きください。 

 それでは、当局の説明をお願いいたします。病院事業管理者。 

○病院事業管理者 病院事業管理者の山本でございます。 

 それでは、病院企業会計決算につきまして、次長より御説明いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○主査（小坂さとみ君） 病院局次長。 

○病院局次長 次長の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。失礼して、着席させていた

だきます。 

 令和４年度千葉市病院事業会計決算について御説明いたします。 

 事業の概要などにつきましては、総括説明で病院事業管理者から申し上げましたので、割愛させ

ていただき、本日は、患者数の状況及び経営状況などにつきまして、千葉市病院事業会計決算書の

ほか、参考資料を用いて御説明いたします。 

 それでは、決算書の16ページをお願いいたします。 

 初めに、ア、事業実績のうち、患者数の状況ですが、両病院合計の入院患者数は延べ16万597人、

外来患者数は延べ31万7,460人で、前年度と比較し、入院患者延べ１万136人の減、外来患者は延べ

212人の減となっております。 

 入院患者数は、青葉病院が延べ９万7,404人、海浜病院が延べ６万3,193人で、前年度と比較し、
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青葉病院が延べ5,137人の減、海浜病院が延べ4,999人の減となっております。 

 外来患者数は、青葉病院が延べ19万2,223人、海浜病院が延べ12万5,237人で、前年度と比較し、

青葉病院が延べ3,562人の減、海浜病院が延べ3,350人の増となっております。 

 次に、イ、経営状況についてですが、金額につきましては、消費税及び地方消費税を除いた額で

ございます。 

 病院事業の事業収益は243億229万6,000円で、前年度比2.1％の減収となりました。 

 このうち医業収益は患者数が前年度を下回ったものの、診療単価が増となったことにより169億

9,735万円で、前年度比0.5％の増収となりました。 

 また、医業外収益は、千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の減に伴い、72億8,141万

1,000円で、前年度比6.2％の減収となっております。 

 なお、他会計補助金及び他会計負担金は41億2,698万8,000円で、前年度比8.0％の増額となりまし

た。 

 事業費用は226億7,308万5,000円で、給与費の増や光熱費の高騰に伴う経費の増などにより、前年

度比2.6％の増額となりました。 

 これらの結果、事業収益と事業費用の差引きで、16億2,921万1,000円の純利益が生じております。 

 続きまして、病院別の収支ですが、青葉病院では、事業収益が1,35億958万6,000円で、前年度比

2.8％の減収となりました。 

 このうち医業収益は、患者数が前年度を下回ったものの、診療単価が増となったことにより97億

6,849万8,000円で、前年度比2.9％の増収となりました。 

 事業費用は127億2,422万6,000円で、光熱費の高騰に伴う経費の増などにより、前年度比1.1％の

増額となりました。 

 これらの結果、事業収益と事業費用の差引きで、７億8,536万円の純利益が生じております。 

 次に、海浜病院では、事業収益が107億9,271万円で、前年度比1.1％の減収となりました。 

 このうち医業収益は、入院患者数が前年度を下回ったことなどにより72億2,885万2,000円で、前

年度比2.5％の減収となりました。 

 事業費用は99億4,885万9,000円で、給与費の増や光熱費の高騰に伴う経費の増などにより、前年

度比4.6％の増額となりました。 

 これらの結果、事業収益と事業費用の差引きで、８億4,385万1,000円の純利益が生じております。 

 続きまして、ページを戻りますが、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 病院事業の収益の状況を記載いたしました損益計算書で、税抜きの額でございます。 

 ７ページの下から３段目、収益から費用を差し引いた当年度純利益が16億2,921万1,000円となり、

前年度からの繰越欠損金は47億647万円との差引きで、前年度未処理欠損金は30億7,725万9,000円と

なっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 こちらには、剰余金計算書及び欠損金処理計算書の内容を記載してございます。 

 また、10ページから12ページまでは、貸借対照表を掲載してございます。 

 なお、18ページ以降に、病院事業に関します経営指標に関する事項、昨年度の議会議決事項や行

政官庁認可事項などのほか、各種データや会計に関します諸事項を掲載しております。 

 続きまして、参考資料をお願いいたします。 
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 １ページの参考資料１をお願いいたします。 

 左側には、令和２年度から令和４年度までの両病院の入院患者数と外来患者数の推移をグラフで

示しております。 

 右側のグラフを御覧ください。両病院の医業収支の状況を示しております。 

 医業収益は黒の部分で、主に入院収益と外来収益であり、一般会計からの繰入金や補助金は含ま

れておりません。 

 また、医業費用はグレーの部分で、給与費や材料費、経費、減価償却費などで、両病院とも費用

が収益を上回っております。 

 次に、２ページの参考資料２をお願いいたします。 

 左側のグラフを御覧ください。両病院の経常収支の状況を示しております。 

 経常収益は黒の部分で、医業収益に一般会計からの繰入金や補助金などの医業外収益を加味した

ものでございます。 

 また、経常費用はグレーの部分で、医業費用に支払利息など医業外費用を加味したものでござい

ます。 

 令和４年度は、両病院とも、経常収益が経常費用を上回り、経常利益を計上しております。 

 右側のグラフを御覧ください。病院事業会計全体の純損益及び累積欠損金の状況を示しておりま

す。 

 令和２年度から令和４年度にかけ、３年連続の純利益を計上した結果、累積欠損金は減少してお

ります。 

 次に、３ページの参考資料３をお願いいたします。 

 第５期病院改革プランの目標値と令和４年度の実績値につきまして御説明いたします。 

 主な指標につきまして、左側に青葉病院、右側に海浜病院の令和４年度の状況を示したものでご

ざいます。 

 グラフの項目でございますが、一番上が医業収支比率、時計回りに経常収支比率、病床利用率、

新規入院患者数、救急搬送件数、入院診療単価の順としております。 

 また、グラフの中央のグレーの実線が計画目標値で、黒の実線が実績値でございます。 

 両病院の経常収支比率、救急搬送件数、入院診療単価、青葉病院の医業収支比率が目標値を上回

っております。 

 次に、４ページの参考資料４を御覧ください。 

 病院事業会計決算の状況を示したものでございます。 

 左側は日々の病院運営に係る収益的収支を、右側は新病院の建設や医療機器の更新など、主に設

備投資に係る資本的収支を示したもので、それぞれの左側の色の濃い部分が収益と収支を、右側の

色の薄い部分が費用と支出を表しております。 

 病院事業会計決算の説明は、以上でございます。 

 最後に、報告第９号の債権の放棄についてのうち、病院事業分について御説明いたします。 

 報告第９号をお願いいたします。 

 表の下のほうに、昨年度に放棄いたしました市立病院診療費は、債務者の生活困窮や所在不明な

どにより、消滅時効に係る時効期間が満了した債権が155件、589万8,058円、債務者の破産等により

当該債権についてその責任を逃れた債権が５件、18万7,217円で、これらにつきまして、千葉市債権
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管理条例に基づき、債権放棄を行ったものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（小坂さとみ君） ありがとうございました。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） それでは、一問一答でお願いをしたいと思います。 

 まず初めに、今回その事業実績を見させていただきますと、１日平均440人という実績でありまし

たけれども、前年度比では入院が28人、外来で８人の減少となっているということでありますが、

その要因と課題の分析をどのように捉えているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局の池内と申します。 

 青葉病院の患者数の減少なんですけれども、入院につきましては、主に精神科を閉棟しておりま

して、その影響による患者数の減によるものです。 

 外来については、同じく精神科のドクターの不足ということがありまして、減となっておりまし

て、そのほかに、分娩の機能を海浜病院のほうに集約いたしましたので、産婦人科の減、それから

整形外科の減により、外来については減少しているというような状況になっております。 

 今後は、成人精神病棟の再開に向けて、引き続き診療体制の確立を図るほか、そのほかについて

は、地域連携の推進などを通じて紹介患者を紹介いただくなどして、患者様のほうを獲得していく

というように努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 海浜病院医事室の室長の阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

 海浜病院における入院患者数の減少についてですけれども、令和４年度は、前の年に流行したＲ

Ｓウイルスなどの感染症による入院患者が少なかったこと。また、８月に当院の一部病棟において

新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したことや、さらには看護師不足により、７月にＧ

ＣＵを縮小し、新生児の受入れ制限を行ったことが影響しているものと思われます。 

 外来につきましては、当院は増加となっておりますが、その要因としましては、新型コロナウイ

ルス感染症により、小児科を受診する患者さんが増加したためと考えております。現在、今年度に

つきましては、入院患者は昨年度よりも増えている状況でございますので、引き続き診療体制の充

実を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 青葉病院の成人精神病棟の再開というか、これはぜひ早く立て直していた

だきたいというのは思うわけでありますし、海浜病院のほうは、クラスターが発生したという部分

での対応が出ているということでありました。その辺が影響しているということで、分かりました。 

 あと、この経営状況を見ますと、コロナ対策補助金などの医業外収益が72億円で、前年度から４

億円の減少とありますけれども、令和４年度のコロナ対策補助金が幾らだったのかということと、

その要因について。 

 あと、少し気になったのは、今まさに第９波になって、５類になっていく中で、コロナ対策補助

金が見込めないのかという、その見通しがどうなっているのか、それが今後の経常収支に与える影
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響というのをどのように捉えているのか、その辺をお示しいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 医業外収益の減収は、新型コロナウイルス感染症関連の補助金の減によるものです。令和４年度

の新型コロナウイルス感染症関連の補助金の金額は、約19億円です。 

 令和５年度の状況でございますが、９月時点、上半期、ちょうど半年超えたところでございます

が、前年の年間の補助金、先ほどの19億円に対して２割強ぐらいしか現在確保できていない見込み

となっております。 

 今後もこれ以上大きく増えることは期待できないものと考えておりまして、平時の診療体制に戻

りつつあることですので、これらの補助金に依存しない病院運営を引き続き行っていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） そうしますと、大体４億円ぐらいですか、かなり10億円以上の差分が出て

くるかということになると、計上への大きな影響が否めないかというのが心配であります。 

 もう一つは、物価高騰の状況も続いていて、光熱費への影響、どの程度上がっているのか、令和

５年を含めての影響の見通しについてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 物価高騰等の影響でございますが、主に光熱費の影響が大きいものでございますが、光熱費は対

前年度比２億円の増加となっております。前年度からさらに上がっていくという状況には現在のと

ころはないと考えておりますが、今後、物価高騰による影響がまだ見えない部分がありますけれど

も、状況を注視して、病院運営に影響のない財政運営を行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 心配なのは、電気代だけでもなくて、いろいろな資材も上がっていて、そ

れが新病院のほうにも影響しているし、あとは、患者の皆さんにとっては、例えば、食事ですよね。

あの辺の、例えば、メニューが削減された、値上げされた、その辺の影響はどういう感じになって

いますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 今のところ、患者様の料金が上がるとか、そういった影響は出ておりません。

海浜病院も同じような状況になっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 分かりました。 

 あと、先ほどの参考資料でもありましたけれども、やはり気になったのが、海浜病院の医業収益

の減収ということでありまして、前年度比で2.5％、1.8億円の減収ということでありました。また、

第５期の改革プランの目標においても、目標値69％に対して、実績値が病床利用率で59％だという

ことで、このグラフを見ても影響があるという気がしています。 
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 それは、例えば、議会でもこれまでも確認をさせてもらいましたけれども、令和３年７月の海浜

病院で行われた手術の、医師資格を持たない臨床工学技士の執行医の指示で皮膚を縫合していたと

いう問題、これは、今回の例えば、令和４年度の中で、どの程度影響があったのか。また、当初は

コンプライアンスだとか、再発防止に向けた取組にしっかり取り組んでいくという議会答弁があり

ましたけれども、その後の取組状況と効果がどのようになっているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 縫合事案につきましては、その事案の発覚後、心臓血管外科ではしばらく手術を停止しておりま

したが、病院全体として、患者数等への影響はなかったものと認識しております。患者数の減につ

きましては、先ほども申し上げましたとおり、病棟でのクラスター等、そういったものの影響が大

きいかと考えております。 

 再発防止策につきましては、全職員に対して法や制度を正しく理解させるため、医師法、保健師

助産師看護師法のほか、臨床検査技師、放射線技師、臨床工学技士等の業務を定める法律につきま

して、それぞれ解釈や職種ごとのタスクシフトに関して検証を実施いたしました。 

 また、院内での報告、相談窓口及び個人情報の保護等公益通報制度に関しましても、理解の徹底

を目的に研修を実施しております。 

 また、チーム医療活動の推進、ポジティブインシデント、積極的にインシデント報告をしましょ

うというものですけれども、そういった報告活動の深化等、また、組織チームにおける職員の心理

的安全性の担保、構築に関する研修や活動の実施、医の倫理及び倫理的感受性の醸成に関する研修

等を実施するなどしました。 

 ほぼ全ての職員が受講しており、これらのものにつきましては、浸透してきているものと認識し

ております。また、今後につきましても、これらの研修につきましては、定期的に実施することと

しております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 気になったのは、風通しをよくしていこうというのを議会でも答弁をして

いただいているわけなんですが、今答弁ありましたけれども、院内の報告、相談窓口及び公益通報

制度は、令和４年度でどの程度の報告があって、またはそれに基づいて改善、改革を図られた部分

があったのかどうか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 公益通報に関しましては、令和４年度に関してはゼロ件でございます。院内におけるインシデン

ト報告につきましては、すみません、今すぐに資料が出てこないんですけれども、たしか二十何件

でしたが、確認をしますので、後でよろしいですか、報告させていただきます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 職場から、そういう相談が入って、それが適切に処理されて、改善されて

いくという、この仕組みがちゃんと機能していくということが極めて大事だと思っていて、その辺

が今回の縫合事案後にしっかりとそれが数値的にどうなっているのか、それはやはりしっかりと説

明責任を果たしていただきたいと思うわけであります。 
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 続いて、収益上の部分で確認をしたいのが、内科から救急科にかけて、いわゆる医業収益上、収

益率が高い診療科と低い診療科、今現状どうなっているのか、それぞれ３つお示しいただきたいと

思います。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 決算書に内科から救急科までの入院患者数を掲載してございますが、救急科を除く、収益ベース

の視野で申し上げます。 

 まず、青葉病院の入院でございますが、上位が内科、整形外科、泌尿器科です。海浜病院が内科、

新生児科、外科です。収益額ベースでの入院ベースになりますが、下位は、青葉病院が小児科、眼

科、皮膚科。海浜病院が整形外科、形成外科、脳神経外科となっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 青葉病院のほうで、当然、内科はもちろんでしょうけれども、整形外科が

上位であると。一方で、収益額の下位のほうで、海浜病院が整形外科になっているということで、

これは先ほどの病床利用率の課題の面と含めて、関連して考えると、やはり新病院を建てていく上

において、ここをしっかり機能強化していくということが、まさに病院の病床利用率だとか、経常

収支の改善につながっていくんだろうと思うわけでありまして、その点では、医師の確保をはじめ、

機能強化を図っていただきたいと思いますが、その点について見解いただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 第５期病院改革プランにございますが、青葉病院につきましては、強みがある分野の内科診療、

整形外科、泌尿器科、外科、内科の総合的診療の部分を強化していくこととしておりますので、引

き続き強みを生かした診療を行っていきたいと考えております。 

 海浜病院に関しては、まず、新病院までにどの程度強化していくかというところが重要でござい

ますので、その辺を踏まえて第５期プランでも取組を記載させていただいておりますが、救急科を

中心とした救急医療の充実、また、高齢者医療の強化、これは整形外科も含めたものになります。

本年度から脳神経外科の充実をプランに記載していたとおりに実行できておりますが、その辺も含

めた高齢者医療の強化をしていきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） その整形外科の機能強化という面の部分の回答がどうかという気がします

けれども、今高齢者医療という話が出ました。これは今後極めて重要な分野になっていると我々も

認識していまして、特にがん診療や治療に対する市民の市民病院に対する期待というのは、当然高

まっているわけでありますが、一層ここに対するがん対応の機能強化が必要だと思いますが、がん

治療の実績と、新病院を含めて機能強化をどのように図っていくのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局の池内と申します。 

 青葉病院のがん登録件数、国が実施しているがん登録件数ベースで申し上げますと、過去年間約

770人前後で登録の件数が推移をしております。 
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 また、青葉病院、今年度におきましては、千葉県がん診療連携協力病院に指定を受けるというこ

とになりまして、積極的にがん診療に取り組んでいるというところでございます。 

 青葉病院の実績は、以上になります。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 海浜病院におきましては、年間520人前後で推移しておりまして、千葉県のが

ん診療連携協力病院の指定を受けている大腸がんと胃がん、それから、近年症例数が増えておりま

す乳がん、この３つのがんで上位を占めているという状況でございます。 

 説明は以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課病院整備室長。 

○経営企画課病院整備室長 病院整備室の渡辺です。 

 新病院におきましても、がん診療における手術、化学療法、放射線治療を含む集学的治療が提供

できるよう機能強化に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 今回、９月の補正で、いわゆるがん患者のウイッグだとか、一層の拡充が

図られてきています。気軽に相談をし、あるいはそういった今回の補正で10分の10まで広げたいわ

ゆる乳がんの部分だとかも含めて、ぜひその辺も含めて連携した相談体制というか、しっかり組ん

でいってほしいと思いますけれども、その辺について見解いただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局の池内でございます。 

 先ほどの千葉県がん診療連携協力病院の指定を受ける中にも、相談支援センターの充実というこ

とが図られるということが要件になっておりまして、青葉病院におきましても、そういった患者様

が院内で気軽に相談できるような窓口を設けるなどして、そういった対応を充実させていくという

ようなことをさせていただいております。 

 以上になります。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 先ほどの説明で、参考資料でもありましたけれども、気になっているのは、

この累積の赤字を含めた収支の改善という部分はどうなのかということ、令和４年度で16億円の純

利益となった要因についてどう分析しているのかという点と、令和５年度以降の医業収支の見通し

と、この累積の欠損金の解消見通しについて、どういう見通しを持っているのか、お聞かせいただ

けますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 純利益の要因につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行により、大幅な患者数の減があ

った令和２年度に比べて、受診控えをしていた患者さんが戻ってきたこと、集患などの経営改善の

取組を継続してきたこと、コロナウイルス感染症の患者を多く受け入れ、補助金を確保したことに

よるものと考えております。 

 令和５年度以降も、市民の受療行動の変化、あるいは物価の高騰、新型コロナウイルス感染症関

連の補助金の縮減、廃止など、厳しい経営環境が続くものと考えられます。累積欠損金につきまし
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ては、いつ頃解消すると言えない状況でございますが、継続的に経営改善に取り組むことで経常黒

字を維持し、解消に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） コロナの患者を多く受入れてきて、補助金を確保してきた等々もあるわけ

でありますので、そう考えますと、５類に今なって、第９波と言われるような患者の動向になって

いる中でありますが、心配なのは、我々としては、経営という話ではなくて、やはり感染症の市民

の皆さんをしっかり受け入れていただくと、これが大事な公立病院の役割だろうと思っているわけ

でありまして、その点でいうと、この第９波における病床確保数、稼働率、経営上の課題はどうな

っているのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局の池内でございます。 

 ５類の感染症移行後におきましても、重点医療機関としての対応は継続をしております。現在の

ところ、１日15人から20人の感染患者を受け入れております。 

 経営上の課題といたしましては、先ほど説明いたしました新型コロナ補助金の減少の影響という

のはありますけれども、そのほかにも、青葉病院におきましては、コロナ患者以外の一般病床が逼

迫するというような状況も起こっておりまして、コロナ病床の確保について苦慮するということが

ございます。 

 以上になります。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 海浜病院におきましては、現在、確保病床としまして８床を確保しておりま

して、最も多い日に６人を受け入れておりました。 

 経営上の課題につきましては、青葉病院と同様に、補助金の減少というのを懸念しております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 非常に悩ましい部分ですね。確かに、その感染症の患者の分、一般の部分

のバランスを取っていかなければいけない、この辺は非常に難しい課題だと思いますが、しかしな

がら、やはり５類になったとはいえ、市民が行き場を失ってしまうということがないように。 

 というのも、先ほど消防局に質疑させていただきまして、現場滞在時間が政令市ワーストワンと

いう状況になっています。医療の受入れのそこで苦労しているというお話がありました。コロナだ

けではもちろんありませんけれども、その辺はよくよくしっかりと対応が必要なんだろうと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 あと、青葉病院においては、精神科の平均在院日数が、前年度82日だったのが、令和４年度231日

となっております。先ほども触れていましたけれども、精神科の医師の確保、診療体制の充実、こ

れをどのように取り組むのかお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局の池内でございます。 

 今おっしゃっていただきましたとおり、平均在院日数の上昇につきましては、成人の精神病棟の

急騰ということで、現在、精神科につきましては、児童精神病棟のみになったということの影響が
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全てとなっております。 

 児童精神は、情緒の不安定など、思春期特有の様々な問題を抱えている患者様が入院されており

まして、成人精神に比べて退院までの期間が一般的に長くなるといった傾向がありまして、平均在

院日数が延びているということになっております。 

 成人精神病棟の再開に向けましては、医師の確保等、引き続き診療体制の確立を図っていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 本当に青葉病院に期待される部分である精神科の部分ですよね。今後、ぜ

ひ機能強化をしていただく医師をしっかり確保していただいて、成人の方も行き場を失うことがな

いように、適切に医療を受けられる体制をぜひ整えていただきたいということを要望しておきたい

と思います。 

 続いて、新病院整備に向けては、昨今、自然災害なども、また台風13号などもありましたし、い

ろいろ増えていまして、新病院においても、災害時における機能強化というのがやはり求められる

わけでありまして、いわゆる災害派遣の医療チーム、ＤＭＡＴですとか、この現状と今後、新病院

における機能強化はどのように取り組むのか、お聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課病院整備室長。 

○経営企画課病院整備室長 病院整備室、渡辺です。 

 新病院における災害時のハード面の対策としましては、建物は免震構造といたしまして、電力の

継続供給として、２か所の異なる変電所から引き込む、本線と予備線電源方式というのを取らさせ

ていただきます。非常用発電機についても、平常時の100％の電力を確保しており、また、そのほか、

高潮対策としましては、道路面より建物を約二、三メートルかさ上げする計画となっております。 

 また、ＤＭＡＴの現状についてですけれども、医師、看護師、コメディカル、事務職員から成る

ＤＭＡＴを海浜病院では２チーム組織しており、毎年１回、千葉県救急医療センター及び美浜消防

署と合同で多数傷病者合同災害訓練を開催するなど、技能と維持の向上に努めており、新病院にお

きましても、地域災害拠点病院として、さらなる機能強化を図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 本当に、直下型地震も含めて、これはまたいつ起きるか分かりませんとい

う状況の中で、この災害のチームを含めて、ハード面は今回お聞きしましたが、非常電源だとかい

ろいろありますので、対応としては十分かと思いますが、引き続き、マンパワーの面も含めて強化

していただきたいと思います。 

 続いて、救急搬送についてですが、救急搬送の近年の応需率の推移がどうなっているのかと医師

数、あと課題についてお聞かせいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局、池内でございます。 

 千葉市消防局から入手したデータによりますと、青葉病院の応需率でございますが、こちらは年

度ではなくて年のベースになりますけれども、令和２年が約54％、令和３年が45％、令和４年が

30％ということになっております。 
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 また、海浜病院の応需率は、令和２年が57％、令和３年が52％、令和４年が41％ということにな

っております。 

 青葉病院では、現在、常勤の救急医１人で対応しているということになりますので、常勤救急医

の確保が課題と考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 海浜病院におきましては、現在、救急医が５人おりますが、課題としまして

は、受入れ要請の急増により、不応需とならざるを得ないケースが増えておりますので、特に受入

れ要請の多い夜間の体制を強化する必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 今ありましたけれども、青葉病院は令和４年で約30％ですか、非常にこれ

はかなり下がってきているという気がしております。同時に、海浜病院も、５人いるとはいえ、状

況としては下がっているという状況があるという気がしています。 

 先ほど申し上げましたけれども、やはり救急医の確保は喫緊の課題であると、これは議会でも何

度も取り上げられてきた話ではありますが、ぜひより具体的な取組と今後の見通しについてお聞か

せいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局でございます。 

 青葉病院におきまして、救急医の確保につきましては、特に常勤医の増員を千葉大学の医学部に

引き続き強く要望しております。そのほかにつきましては、海浜病院の救急医ですとか、千葉大学

病院の非常勤の医師の応援により、救急医療体制に大きな支障が生じないように努めているという

のが現状となっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 海浜病院におきましても、常勤医の増員が難しい状況にございます。引き続

き、大学の医学部をはじめ、県内外から必要な人材、人員の確保に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 市民の皆様の命を守る救急のとりででございますので、ぜひこの応需率の

改善を含めて、救急医の確保にしっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 あと、両公立病院における救急の利用実績と、各区市民の割合、それぞれどの程度の利用者数、

利用率になっているのか、現状をお示しいただけますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局の池内でございます。 

 先ほどと同じように、千葉市の消防局の令和４年（後に「令和４年度」と訂正）の救急搬送デー

タによりますと、青葉病院は、中央区が約1,500件で全体の37％、花見川区が430件で11％、稲毛区

が540件で13％、若葉区が620件で15％、緑区が約520件で13％、美浜区は約470件で12％というよう

な地区ごとの実績になっております。 
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 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院医事室長。 

○海浜病院医事室長 海浜病院の状況ですけれども、中央区が約790件で16％、花見川区が約1,120

件で23％、稲毛区が約830件で17％、若葉区が410件で８％、緑区が約200件で約４％、美浜区が約

1,610件で約32％となっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） 東部と西部で割合が大きく出ていまして、特に私の緑区は、青葉病院で

13％ですか、海浜病院でも４％だということでございまして、非常に救急に対する住民の皆様の不

安、また不満、ニーズもあるということでございまして、この辺については、ちょっと病院事業管

理者に伺いたいんですが、帝京大学のちば総合医療センターが、ちはら台キャンパス内に2029年頃

の移転を予定しているという報道がありました。これ、当然、我が緑区でいうと、ちはら台という

のはおゆみ野から近いわけですね。ですから、その辺の救急だとか、医療体制の利便は、住民の皆

さんを含めて、どのように上がっていくと考えられるか。また、市原市との連携は重要かと思いま

すが、その辺の連携の状況、あるいは、今後はまた公立病院の立地の在り方も再検討が必要な局面

ではないかと思いますが、その辺の見解について伺います。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 山本でございます。 

 委員もよく御存じのとおり、おゆみ野とちはら台は非常に近くありまして、私が院長時代も、実

際、市原市とちはら台を回って、患者の獲得に努めたということがございます。ですから、恐らく

青葉病院については、もし帝京市原があそこの場所に来るとすると、紹介患者がやや減る可能性は

あると思います。 

 ただし、救急については、緑区の方については、近いところに救急病院が一つ増えるわけですか

ら、メリットがあるのではないかと考えております。 

 小児科については、海浜病院は、現在、市原市の小児救急の２次輪番も引き受けておりますので、

そちらをもし帝京市原が頑張れば、少し負担が減ると考えています。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 椛澤委員。 

○委員（椛澤洋平君） かなりそういう意味では、まだ先の話ではありますが、一定の医業の連携

の中で動きが出てくるということであります。でも、今後、両病院の在り方という面では、改めて

市原市との連携も含めながら、我が千葉市としても考えていく時期があるんだろうなと思っていま

して、とにかく我が緑区民としましては、この救急に対して本当にあちこち市外に搬送されている

ケースが大変多い、今でも労災病院だとか、大変多いわけでございますから、そこをやはりしっか

り受け止めていただいて、今後の計画にしっかりと反映をしていただきたいということを申し上げ

て終わりたいと思います。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 すみません、訂正でございまして、先ほどの区ごとの救急搬送データで、令和

４年と申し上げましたが、令和４年度になりますので、訂正させていただきます。申し訳ございま
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せんでした。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 先ほど御質問いただきましたインシデントの報告件数ですが、軽微なものも含めまして、報告総

数としては、1,554件ございました。うち、濃厚な処置や治療を要するなど、アクシデントに分類さ

れるものは、17件でした。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） それでは、その他御質問等ありますでしょうか。伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 一問一答でよろしくお願いいたします。 

 まず最初に、今までもそうなんでしょうけれども、今、いろいろと病院事業の経営体制について

様々厳しい御意見があったとは思いますけれども、冒頭の説明の中で、純利益が８億円出ていて、

そして、課題であった累積欠損金も大幅に減少しているというところは、一定の評価ができるので

はないかと思っています。あくまでもこの数字上だけの話ですけれども、そこは大変な努力があっ

たのではないかと感じております。 

 その中で、今、第５期プランの話も一部出ていましたけれども、令和４年度から３年間の計画期

間ということで、第５期プランがスタートしているわけですけれども、両市立病院に求められてい

る総合力の強化に取り組んでいくとうたわれております。前計画で取り組んできたことをどのよう

に評価をし、令和４年度に取り組まれてきたのか、お聞かせいただけますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 第４期プラン、この前のプランでございますが、それまでのいわゆる拡大均衡策ということで、

収益を上げるために人を増やすというところのバランスがうまくいかなかったという反省を踏まえ

て、第４期プランは、現場の医師、看護師の医療従事者の方が頑張れば達成できる現実的な目標を

設定して、そこに向かって、病院一丸となって努力していこうという趣旨でプランを策定しました。 

 その第４期プランの実行の結果、ある程度の経営改善の方向性、地盤が固まってきたところから、

第５期病院改革プランにおきましては、何か大きな決定打というものがあるものではございません

ので、引き続き、第４期プランの趣旨を踏まえて、経営改善に小さなものも含めて取り組んでいく

という趣旨で策定をしておりました。 

 その間、新型コロナウイルス感染症の流行等もございましたが、コロナの状況があっても、今ま

での経営改善の地盤が固まってきたことから、感染症の流行下においても引き続き経営改善の努力

を積み重ねることができて、第５期プランにおいても、全ての項目が目標には達成はできていませ

んが、ある程度の経常収支黒字の目標は達成できてきたものと考えております。 

 ただ、手を緩めるとすぐ悪化していくものと考えておりますので、引き続き、手を緩めずに今ま

での取組を地道に続けていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。そういった今の御説明の中で、今回の決算の中で、

純利益が約８億円と累積欠損金の減少について、皆さん方はどのように受け止められていらっしゃ

るんですか、お聞かせいただけますでしょうか。 
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○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 累積欠損金が減少して、純利益を確保できたのは、新型コロナウイルス感染症の補助金の影響は

大きかったものとは十分認識をしております。 

 一方で、新型コロナの補助金がなかったとしても、何とか経常黒字か赤字のぎりぎりのところ、

大きな赤字を計上せずにキープできているという状況もございますので、補助金が全てではなかっ

たと認識しておりますが、やはりぎりぎりというところがございますので、補助金に頼らない財政

運営を引き続きやっていくことが非常に重要だと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 非常に皆さん自身が厳しい評価を持ちながら取り組んでいらっしゃるとい

うことを何か感じとして受け止めさせていただきました。 

 そんな中で、病院事業の課題として、医業収益の改善をずっと言われてきているわけですけれど

も、皆さんの取組の中で、職員給与費や医業費の伸びを抑えるという取組をされてきていますけれ

ども、こういったことももう限界があるのではないかと感じています。 

 そういったことを進めていくことによって、単純に、例えば、医師が離れていってしまうとか、

医療の質の低下につながるとか、そういったことも懸念されるんですけれども、そこら辺のバラン

スというのはどのように考えながら取り組まれてきているものなんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野でございます。 

 委員がおっしゃいましたように、バランスというのは非常に重要だと考えておりまして、費用に

ついても、費用を幾ら削減するというよりは、収益に対して何％という目標を設定しております。

給与費に関しては、やはり昨今の人件費の高騰と、あと診療報酬、診療報酬は価格が国によって決

まっていますので、こちらでコントロールできない部分がありまして、そこがちゃんと見合った報

酬改定をしていただけるかどうかというのは非常に重要なところだとは思いますが、我々のほうも、

以前から申し上げているように生産性を上げていくということで、給与費に見合った収益も上げて

いかなければいけないということで、まず、患者の集患をするというのと、医療の質を上げて、１

人当たりの単価、入院医療の単価を上げていくという取組をしていきたいと考えております。 

 また、経費についても、材料費などの割合も非常に重要ですので、一つずつ材料を見ながら、特

定の材料の価格を全国的な相場、ベンチマークというんですが、それと比べながら、一つずつ潰し

ていくような取組を地道に続けていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。 

 とはいうものの、結果を見ると、結構病床利用率というのが、目標値も、単純にですが、100％を

目指しているわけじゃなくて、６割とか、そこの中で目標をどう達成するのかということで取り組

んでいらっしゃると思うんですけれども、実質その目標にも達成していないという現状もあって、

だけど、純利益が８億円出るということは、要は入院患者というよりは外から、要は外来等でもう

けている収益のほうが大きいと思うんですけれども、それはどういうことなんですかね。病床利用
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率は上がっていないけれども、実際に利益は出ているこの現状は、どのように受け止めたらよろし

いんですかね。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 海浜病院を事例に挙げますと、確かに海浜病院の稼働率は非常に低い状況というのは間違いあり

ません。ただ、一方で、過去、先ほど申し上げました第４期プラン以前の状況というのは、ある程

度の医療従事者の確保と患者の確保というのがうまい具合に回れば、収益拡大をするというところ

だったんですが、現実的にはそうはいかなかったという反省も踏まえておりまして、実際には、現

実的に確保できる患者に合わせた医療従事者等の採用等も進めている結果がございますので、患者

の数が先か、医療従事者のそういうのが先かというのは、なかなか我々も苦慮しているところでご

ざいますが、その辺のバランスもございまして、現状の稼働率になっているというのも正直なとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 海浜病院の場合は、平均在院日数という１人の患者が何人いるかという日にち

が非常に短いんですね。小児科が非常に多いですから、大体７日から８日なんです。青葉病院の場

合は、大体11日から12日です。ですから、その分ベッドが空いてしまうということがあるわけです。 

 あとは、海浜病院の場合、特殊病床といって、ＮＩＣＵという非常に一床当たりたくさんお金を

取れる病床が20床以上あって、１人から取れるお金、平均単価が高い病院になっているので、それ

で、それだけの稼働率でも何とかなっているという。 

 逆に、青葉病院のほうは、成人が主体で、成人で１人当たりの単価が低い患者が、御老人が多い

ということがありまして、その方が12日、13日ぐらい入院しているために、青葉病院のほうは、大

体平均の稼働率が85％近くありますが、結局、収益自体は、海浜病院とイーブン近くなってしまう

という。ですから、患者層と稼働率と、あと平均在院日数というのを全部考えないと、なかなかそ

の計算がうまく立たないことになります。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） 分かりました。ありがとうございます。何か数字だけ見てしまうと、病床

利用率がすごく低いのに何で利益が出てしまっているんだろうかと思ってしまうんだけれども、そ

こら辺をまた説明していただけると、見方も変わってくるかと思いますので、次、また同じような

御説明がある際には、何か書いてもらうとか、説明していただくとかしていただいたほうがいいと

感じております。 

 そういった話の中で、一方で、高額な医療機器等が本当に適切に運用されているんですかという

のも一つの課題なのではないかと思います。それは皆さん方が一番よく御存じなんだとは思うんで

すけれども、そういった原因がある中で、個人的な印象ですけれども、先ほどからがんの治療も一

生懸命されているとは言うんですが、結構私の周りは、前回もどこかで言ったかもしれませんけれ

ども、千葉大に通われている方が非常に多くて、市立病院という認識がほとんどあまりないという、

がんになったら千葉大ですという、だからモノレールを整備してくださいとか、そういう要望が間

接的にあるんですけれども、海浜病院は小児に力を入れているというのは分かりますし、青葉病院

は青葉病院で特殊な取組をされているというのは分かるんですが、急性期の医療病院としての役割
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ということで、各世代間問わず受入れをしながら、やはりそこで収益を上げていくという取組も必

要なのかなと思いますけれども、医療機器と医師との配置というのが非常になかなか難しい部分が

あるとは思うんですが、高額な機器を入れることによって、やはりその機器を使うことによって、

早く治療が進んで体が治るということを考えると、先ほども別の委員からもありましたが、適切な

医師の配置がなければ、やはり収益も難しいし、病床利用率を上げていくということも難しいし、

全てに関わってくる問題なのではないかと思いますけれども、そこは本当に何とかしてもらいたい

と思っているんですが、何が大きな課題として医師の確保が難しいのか教えていただきたいと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 決定的な原因は、医師の数が足りないんです。全体の数が足りない。特に外科

系の数が足りないです。恐らく今、１年で外科に入局する数は、千葉県全体で１年で外科の先生が

30人。外科全体で30人しか増えない。ですから、圧倒的に絶対数が足りない。幾ら我々が大学病院

にお願いに行っても、ない袖は振れないということがあるわけですね。それが一番の原因です。 

 あとは、診療体制ももちろんありますから、そういう先生方は、いい機械があって、いい治療が

できるところに行きたがる、もちろん給料がいいところに行きたがるわけですけれども、病院とし

ては、先生もいて、機械もあって、加算が取れるという、全部がそろわないと逆に赤字になります。

中途半端にやったら赤字になってしまうんです。 

 ですから、全部のがんをやるということは、ほぼ両病院とも不可能ですから、それぞれの病院の

特色のある部分のがんを今広げていこうということでやっていると御理解いただきたいと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。よく分かりました。その辺が何でなんだろうと常

に思っていて、今、病院事業管理者がおっしゃった、全てのがんを見ていくことにやはり無理があ

るということも分かりましたし、ただ一方、リニアックの利用というところがすごく大きな課題で

もあったわけですから、これから新病院を建設するに当たっても、機器をまた新しくしなければい

けないという課題もあると思いますので、そういった機器を投資するのであれば、絶対数が足りな

いんだけれども、そういう先生を連れてくる、それで診療を受けれる体制というのを本当にやって

いかないと、投資したものが結果として赤字になってつながっていくだけになってしまうので、本

当にパイが少ない中での医師の確保になってきますが、そこは本当に力を入れて進めていっていた

だきたいとお願いさせていただければと思います。 

 少し話は変わりますけれども、先ほども消防のほうで救急体制の話を伺いました。救急医療体制

は、非常にこれも大事な話で、令和４年度は、要は救急車の出動件数が約６万件を超えていて、そ

して、うち、先ほどほかの委員からもお話が聞かれていたんですけれども、不搬送が約１万件あっ

て、なおかつ、その中で救急を断る方も約8,000人近くいらっしゃったと。でも、不搬送を１万件引

いても、実際に令和４年度は、約５万人近くの方が病院を受け入れられているということで、物す

ごい数を対応されてきていると感じております。 

 ただ、その中で、市外にも行かなければいけない方もいたりとか、救急搬送時間自体が実際は53

分近くかかっていて、受入先の病院がないことによって、最終的には断る方もいらっしゃると伺っ

ておりました。そういった意味で、搬送する側は、一生懸命システム改修をしたりとか、何とか時

間短縮に取り組んではいるんですけれども、今度逆に、受け入れる側の体制ということが大事にな
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ってくると思っているんですが、青葉病院の医師の確保がなかなか難しいという現状もありますけ

れども、その中で、地域医療機関との連携を図りながら、こういった救急への対応というのは、具

体的にどのように執り行いながら進めてこられたのか教えていただければと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院長。 

○青葉病院長 今、御指摘があったとおりで、待機時間が本当に全国ワーストワンというところで、

不搬送の話もかなりいろいろ問題になっていまして、大体データで見ると、千葉市は県外に出てい

ってしまっているケースが15％近くですか。今、大学が主導になって、ｅ－ｌｉｎｋ ＣＨＩＢＡ

というグループを立ち上げて、そういった不搬送をなるべく減らしていこうというところで、まず

一つは、多数回不搬送になったケースに関しては、市内の６病院で必ずどこかで受けるというベー

スをつくっております。実際にそれは去年から稼働しておりますが、なかなか数字的にすごく改善

しているというところがまだ見えてこないんですけれども、そういう努力をさせていただいており

ます。 

 あと、もう一つは、救急を受け入れるということは、その次の出先も考えていかなければいけな

くて、やはり昨今、高齢者はいろいろな疾患を持った方がいて、なかなか一つの病院で完結するこ

とができなくて、回復期に入りそう、もしくは急性期でも、もっと専門的なところに搬送しようと

思っても、その受入先がないので、救急がストップしてしまっているという現状があります。 

 ですので、それぞれ今までは急性期病院というのは割とスタンドアロンで個別にやっていたのを、

大学が中心となって、それぞれリンクして、受けられるところの手挙げ、それから、自分は何を専

門にしていて、こういう患者なら今受けられるという共通のフォーマットの中で、救急受入れ体制

を強化していくという作業を去年から進行させていただいています。恐らく結果が今年から来年に

かけて少し改善したというデータが見えてくればいいと思っているんですけれども、そういった形

で努力させていただいております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 千葉市の救急搬送がうまくいかないのは、大きな病院が少ないからです。青葉

病院と海浜病院と千葉メディカルセンター、中央メディカルセンター、みつわ台総合病院という、

この５病院が大体不搬送を受け入れている主な病院ですけれども、どれも300から400床ぐらいの中

規模病院で、全科そろっている病院はほとんどありません。つまり頭の先から足の先まで診れる病

院というのが少ないんですね。 

 東京ＥＲの墨東病院等は8,000件年間受け入れています。青葉病院とか海浜病院は、大体4,000件

から5,000件ぐらいです。病床数に応じていえば、結構よくやっているほうなんです。だけども、そ

ういった全部受けられるような五、六百床の大きな病院が96万人の都市にしては少な過ぎるので、

それで不搬送が多くなってしまう。大体この300、400床ぐらいの病院で8,000件受けているというの

は、東京ベイ浦安だけです。だけど、そこには救急医だけで15人ぐらいいるんです。青葉病院は１

人です。海浜病院は５人。これではなかなかうまくいかないです。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。非常に大きな、大き過ぎる課題があって、その需

要と供給のバランスが本当に取れていないというのを感じましたけれども、その中で、新病院もま

た300床クラスをつくると、この間も御説明をいただきましたけれども、今の病院事業管理者の話で
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いくと、やはり600床クラスの病院も必要なんですと受け止めたんですが、それでも、海浜病院は

300床にしなければいけない、600床ぐらいのものをつくったらいいのではないかと単純に思うんで

すけれども、300床くらいの病院にするというのは、やはり経営上の問題があるから、そのぐらいの

クラスの病院の規模がいいという判断になってくるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者 病院の在り方委員会のときに私は言いましたけれども、まず、600床の病院をつ

くるには医者がいません。医者を集められないと思います。それが一番の理由じゃないですかね。 

 あとは、経営的にもやはりリスクがあります。それだけ大きなものをつくったときに、救急だけ

では病院は黒字にはなりません。救急は、どちらかといったら、手術を必要としない単価の安い患

者さんがたくさん来ます。退院が難しい患者ですね。独居とか、老老介護とか、身寄りがないとか、

そういう方を引き受けると、どうしても在院日数が長くなって、長くなると単価がだんだん落ちて

いって、もうからなくなります。そうすると、赤字が増えます。どちらを取るかというか、赤字を

減らして全部やるのは無理です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） ありがとうございます。どんどんなかなか解決の糸が見つからない議論に

なっていくので、ここで終わりたいとは思いますけれども、いずれにせよ、大きな課題は、医師不

足から患者の受入れが困難になってしまっているということ。あとは、連携を図っているんだけれ

ども、その成果はこれから出てくるので、そこの状況を見てもらいたいという話でしたので、そこ

は状況を見守りながら、今後本当にどこに手を入れていくのかというのは、医師を育てていくしか

ないのではないかと思いますけれども、単純に医師を育てていけばいいとは言うけれども、大学に

通うのもお金もかかりますし、いろいろなまたその教育面の課題も出てくるので、そういったトー

タル的なところを一つ一つ改善していかないと、この医療の体制を整備していくということが難し

いと感じてはおりますので、そういったことも含めて、今後また皆様のお知恵をお借りしながら、

医療体制の整備を進めていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 最後になりますけれども、ここも教えてもらいたかったのが、我が会派として、これまでずっと

長年、先輩の議員もおっしゃっていましたけれども、女性の専門外来をずっと進めてきました。今、

海浜病院も一時ストップしていますけれども、今は女医とかもいらっしゃるので、我々とすれば、

ずっとこの女性の専門外来を持っていくということは大事だと思ってはいるんですけれども、実際

に運営されている皆様から見て、この事業を継続していくことがいいのか悪いのか、なかなかスト

レートに駄目ですとは言いづらいかもしれませんけれども、どのように評価されているというか、

お考えがあるのか、これだけ最後お聞かせいただければありがたいです。よろしくお願いいたしま

す。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院長。 

○青葉病院長 うちの病院でも女性外来を続けていたんですけれども、実際に利用される方はそれ

ほど多くないという印象があるんですね。今、うち、婦人科のほうが全員女医なんですね。どちら

かというと、そちらのほうに御相談されているケースが多く見られるというところであります。 

 あと、今、いろいろまたジェンダーの問題とかもあるので、女性という切り分け方で何かをする

というのも、またいろいろな声が上がってくるかもしれないというところで、そういった時代の流

れに即して、またその辺の対策について考えていかなければいけないと考えております。 
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 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤康平君） よく分かりました。ありがとうございます。 

 私からは以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ほかに御質問ございますか。植草委員。 

○委員（植草 毅君） 一問一答です。 

 先ほど、伊藤委員より、医師のほうの人数の定数のほうはお聞きしたんですけれども、毎回多分

誰かが聞いていると思うんですけれども、看護師のほうはどういう状態なのか、教えていただけた

らと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院長。 

○海浜病院長 海浜病院長、吉岡です。 

 当院は、昨年度は、看護師不足により、新生児科の病棟を一部閉鎖しておりましたけれども、千

葉市の御努力により、海浜病院には、今年度は53名の看護師が入職されました。それによって、こ

の６月には、新生児科のＧＣＵ病棟を再開することができまして、それにより新生児科の入院収益

は昨年度と比べて上昇しているという形になりました。 

 先ほど経営企画課長の話からもあったとおり、医師と看護師の割合というか、医者が診療を続け

ていく上では、絶対にしっかりした人数の看護師が配置されていないと、我々もしっかりした診療

ができませんので、医者だけが増えればいい、看護師だけが増えればいいというわけではなくて、

ちょうどいいバランスを持った形で増やしていくといった形が重要だと思っています。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 幾らかは増えているんでしょうけれども、全体的な充足率としては、今足

りているのか、足りていないのかといったら、どちらになるんですかね。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院長。 

○海浜病院長 足りているかというと、やはり看護師さんたちも、必ずライフイベントがあって、

結婚とか出産とかで定期的にある程度の人数というのは休職されますので、足りているか、足りて

いないかと言いますと、やはりまだまだ足りないというところが実情であります。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 毎回多分誰かが同じような質問を毎年しているとは思うんですけれども、

やはりどうにかして、医師の数もそうなんですけれども、看護師の数もある程度の必要があって、

入替え、入替えでやっていかなければいけないと思うんです。いつも臨時でもいいから時間給で採

れる看護師を増やしたらどうかという質問も来ているとは思うんですけれども、その点も含めて、

新しい看護師、休職されている方が復帰できるようなというのは結構出てきているんでしょうか。

それとも、休職した人はずっと休職になってしまっているという状態なんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院長。 

○青葉病院長 今、御指摘あったように、短時間で、例えば、午前中だけとかという勤務の形態を

変えるところでなるべく充足するような努力はずっとさせていただいております。 

 ただ、医師の問題と同じで、実は看護師の供給先というのも非常に今問題になっておりまして、

市内にあった看護学校が２つ閉校することになっております。なので、今後本当に看護師さんが増

えていくかというところはかなり不透明なところで、それぞれの病院が今看護師不足のところで確
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保争奪戦をしているわけで、両病院とも引き続き一定数出ていってしまうので、それを補塡すると

いう部分で結構精いっぱいなところがあるところで、さらにいろいろ工夫していかなければいけな

いと感じているところでございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課人事・定数担当課長。 

○管理課人事・定数担当課長 管理課人事・定数担当課長の川村と申します。 

 看護師確保に関しては、もう2025年に千葉県内で看護師が8,800人以上不足すると予測されていま

す。先ほどあったとおり、千葉市の看護学校をこの２年で２校閉校しますので、千葉市だけで160人

の看護師が年間配置されなくなります。それに伴い、企業の説明会等に出向き、看護師確保に努め

てまいっております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 看護学校が閉校するというのは、特に国立の看護学校がなくなってしまう

というのは、大変なことになるのではないかと。あそこみたいに、料金が安く看護師になれるとい

うところはあんまりないので、安くなったからいい看護師になるかどうかは別として、取りあえず

全体数が減るというのは大変なことだと思います。 

 今後なくなるのが分かっていて、どうにか対策を取れないのかというのは、何か考えているんで

しょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課人事・定数担当課長。 

○管理課人事・定数担当課長 担当課長の川村です。 

 人材確保に工夫をしておりまして、昨年度までは学生を病院に入れて見学というのをやっていな

かったんですけれども、学生に興味を持ってもらえるように、両病院で学生向けの認定看護師から

行うセミナーみたいなのを開催して、興味を持ってもらうように工夫はしております。 

○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 興味を持っていただくというのが一番のことだと思います。これからも人

材の確保には一層努力していただいて、何とか回せるようにしていただきたいと思っております。 

 あと、新病院ができるまでの間の海浜病院というのは、今のところ何とか回っているんでしょう

か。それとも、不都合があって、いろいろと改修が必要で、まだ改修が全部終わっていないとか、

そういうことはあるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院長。 

○海浜病院長 何分築40年が経過しております。時々排水管の障害がありますけれども、その都度

改修して、大規模な障害には至っておりません。しかし、やはりこれだけの経年劣化がありますの

で、なるだけ早く新病院の完成を祈っていますというところが正直なところであります。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 施設全体を管理しております委託業者と事務局の施設担当者で、図面や過去の修理実績等を見な

がら、予防的に修繕も今実施しております。ここが壊れそうだというようなところ、配管が破れそ

うだというところについては、事前にあらかじめ更新をしたりとかしまして、大きな事故にならな

いように取り組んでおります。 
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○主査（小坂さとみ君） 植草委員。 

○委員（植草 毅君） 一番心配なのは、新しい病院ができるまでの間に大きな災害があった場合、

病院ごとなくなってしまうというのが一番困った状態なので、そっちにはならないとは思うんです

けれども、万が一なときに、受入れ態勢ができなくなってしまうのが一番怖いことだと思うんです。 

 ですので、本当に十分、古い病院なのでどうにかしてということはできないでしょうけれども、

その点だけいろいろとメンテナンスを怠らないようにしてやっていただけたらと思っております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 他に御質問等ございますか。 

 岡崎委員。 

○委員（岡﨑純子君） 一問一答でお願いします。 

 先ほどから医療従事者の不足をどのように補うかというお話が出ておりますが、青葉病院と海浜

病院との間で、医師や看護師の人的資源の連携というのは、昨年、令和４年度いかがだったんでし

ょうかというのをお聞かせください。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 昨年度から今年度にかけてですけれども、海浜病院から、青葉病院の医師が不足している診療科

に対しまして医師を派遣しております。具体的に申し上げますと、救急科に週３日１人ずつ、眼科

には週２日で１人ずつ、麻酔科に１人が週２日応援に行っているという状態でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課の鈴木でございます。 

 看護師やコメディカルにつきましても、毎年、人材育成ですとか、組織力の強化を目的といたし

まして、両病院間の人事異動、各部門ごと１名とかで十数名程度の人事異動を行っているところで

す。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡﨑純子君） ありがとうございます。そちらのほうはもう機能し始めていらっしゃると

感じました。引き続き連携を強めていただけたら、人材不足というところが少しでも解消というか、

人材が増えるまでの間をしのぐという重要な手段になるかと思います。 

 もう一点伺いたいのですが、御高齢の方がどうしても増えていらっしゃると、循環器内科、呼吸

器内科という診療体制に関して、やはりどうしても需要というのが年々高まっているかと思います

が、ここについては、先ほどがんの専門医の先生というのがなかなか医師不足でいらっしゃらない

というお話もありましたが、循環器に関して、呼吸器内科に関しても同様と考えてよろしいでしょ

うか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院事務長。 

○青葉病院事務長 青葉病院事務局の池内でございます。 

 青葉病院におきましては、循環器内科につきましては、おおむね医師６人から７人体制で対応し

ておりまして、急性心筋梗塞や形成心不全などの循環器の救急医療のほうにも力を入れているとい

うような状況がございます。 

 呼吸器内科につきましては、医師は２人から３人体制で対応しておりまして、肺炎ですとか、誤
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嚥性肺炎などの患者を受け入れておりまして、市内ではトップクラスの呼吸器救急搬送患者を受け

入れるというような病院となっております。 

 また、新型コロナウイルス感染症につきましては、呼吸器内科のほうが中心になって多くの患者

の治療に当たるということをいたしましたので、感染症の病床を持つ公立病院の必要性が見直され

たのではないかと考えております。 

 おっしゃいますとおり、高齢者人口の増加に伴いまして、呼吸器、循環器などの疾患を持つ患者

がさらに増える中、高齢者に必要な診療科を維持して、地域に必要な医療を提供していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 岡崎委員。 

○委員（岡﨑純子君） ありがとうございます。 

 両病院において、特に青葉病院が非常に循環器においても手厚い体制を取られていて、呼吸器科

におかれても、かなり尽力をいただいて、体制を整えていらっしゃるということがよく分かりまし

た。引き続き拡充を願うばかりです。 

 私からは以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） 一問一答でお願いします。 

 各委員から本当にいろいろな形で質問が出尽くしている部分もありますので、ちょっと重複する

部分もありますが、幾つかお聞かせ願います。 

 病院局のほうで、当然、今回の決算ということで、予算でも計上されていた医療機器の購入及び

医療設備の改修ということで、ある程度の金額のほうが予算計上されていましたが、その実績につ

いてまずお聞かせください。お願いします。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 昨年度の実績を申し上げさせていただきます。海浜病院におきましては、Ｘ線血管撮影室という

のを整備しております。これは、Ｘ線撮影装置と、あと放射線が出ますので、その専用の部屋を整

備したというものでございまして、費用としましては、総額で２億7,610万円というものでございま

す。 

 内容としましては、血管の形状や異常、腫瘍への血管の血流の状態を検査、治療する機器であり

まして、当院では、今年度から本格的に診療を開始しました脳神経外科と、あと従来からございま

す循環器内科が主に使用しております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 そのほかに、青葉病院では、２億7,500万円で主に手術部門システムや画像診断ワークステーショ

ンなどを購入しています。海浜病院は、先ほど事務長が申し上げたもの以外に、２億6,800万円で脳

神経外科の手術機器セットや保育器等を購入しております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 
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○委員（川合隆史君） ありがとうございます。ある意味、新しく整備されたということは、これ

からのいろいろな診療科のことでということなんですが、今お話いただいたＸ線の血管撮影室とい

うのは、当然新しい診療科で新しいものに対応するという形で議論もされて、承認した過去の経緯

があるかとは思うんですけれども、実際には、対象となる疾患であるとか、実績等も含めて、今年

度からということですけれども、まずは教えていただけますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 Ｘ線血管撮影室の実績について申し上げますと、今年度５月から９月までの実績ですが、脳神経

外科が主に使っておりまして、その中でも主なものとしましては、脳梗塞、またはその疑いで運ば

れてきた患者の脳血管撮影、こちらが９件、あと、経皮的脳血栓回収術が３件、経皮的頸動脈ステ

ント留置術が２件という状況でございます。 

 また、そのほか循環器内科におきましても、ペースメーカーの移植手術やペースメーカー交換手

術、心臓カテーテル検査等で使用しております。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。今までできなかったというか、なかなか充実して

いなかった施術のほうもできてきて、脳神経外科に関しては、そういうような形でスタートしたと

いうことですけれども、実際には非常に今、高齢者のことも当然ありますし、求められている診療

科ということで整備をしていただいたということがあるんですけれども、今後の課題とか、今後の

取組について、どのように見込まれているのかというところを、答えられる範囲でお聞かせ願えま

すでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 脳神経外科につきましては、こちら、先ほど申しました投資の部分も結構高額ではありましたけ

れども、収益の部分も、年間で現状で大体２億円以上が見込まれるという、病院にとっては非常に

大きな経営改善に向けて期待しているところでございまして、今後の課題としましては、対応でき

る疾患の範囲をさらに拡大していけるよう、医療機器の整備と、あと人員の増強を考えております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 川合委員。 

○委員（川合隆史君） ありがとうございます。 

 以前から、脳神経外科であるとか、心臓血管関係のそういう診療科、当然あともう一つは、整形

外科に関しては、非常に求められている医療で、なかなか先ほど医師を確保するのは難しいという

ところでは理解しておりますが、今、海浜病院のほうは、新病院開設に向けて、しっかりとそうい

う診療科の設計であったり、準備というのを進めなければいけない時期でもありますので、そうい

うところをしっかりと進めていただいて、新病院開設に向けて頑張っていただければと思います。 

 先ほど来から、いろいろな形で医師の確保に関しては非常に厳しい状況のことを各委員からもい

ろいろなお話がありましたし、私たちも議員という立場では、病院の経営のことというのを言わざ

るを得ない部分があるというところでは、厳しい表現をしている部分というのはありますけれども、

本来では、両市立病院が担っている医療というのは、本当にもうからない医療をしていただいて、

だけれども、なければならない医療というのをしっかりと支えていただいていると理解しておりま
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す。 

 当然、間違いなく黒字化というのは目指していただかなければならない部分というのはあるかと

は思いますけれども、ある一定の繰り入れも当然だと思いますし、そういう意味では、市民を支え

る高次医療をしっかりと支えているということでは本当に感謝しておりますので、そこに関しては、

こういう議論をしているときに間違った形で伝わらないようにと私のほうは思っておりますし、先

ほどの医師の確保にしても、看護師の確保にしても、これからの医療というのは、少し、当然医師

も少ない、どんどん医師が出てくるわけでもないですし、看護師だってどんどんそれほど新しい人

が出てこないという形になると、特に両市立病院が本当に働きやすい環境をどうつくって、居心地

のいいという言い方がどうなのか分からないですけれども、働く人たちにとっては、両市立病院で

働きたいと思うような病院をつくっていかないと、いろいろなものが満たされてこない。 

 逆に言うと、新たに新規で人材募集をしていくということよりも、今いる人たちがどう働き続け

ていただけるか。特に、今、海浜病院にしても、青葉病院にしても、若い看護師とかがどんどん入

ってきているという現状の中で、若い人たちは当然結婚もするし、子供も生まれます。そういう意

味では、欠員をどう補充していくかということでは本当に悩まれるかと思うんですけれども、実は、

千葉市の教育委員会のほうでも、新しい先生たちがどんどん先生になってくれるけれども、産休の

先生をどのようにするかというのは本当に同じような意味では悩んでいらっしゃるところというの

もありますし、そういう若い人たちが働き続ける環境というのをどうつくっていくかというのは、

きっとまだまだ未経験な部分ですので、そういうところは、病院局のほうで全体的に研究していた

だいて、本当にみんなが働きやすい環境というのをハードもソフトも含めてしっかりとやっていた

だくことというのをお願いいたしまして、私からの質問とさせていただきます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） ほかに御質問等ございますか。渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） では、一問一答でお願いいたします。 

 病院局の皆様におかれましては、日々市民の健康と命を守る業務に真摯に取り組んでいただいて、

ありがとうございます。 

 では、質問に移らせていただきます。 

 総括事項のところなんですけれども、まず、青葉病院は救急車を断らないという基本方針という

ことなんですけれども、今の議論を聞いていますと、不搬送とかもあると思うんですけれども、こ

れは何か、絶対に断らないという意味ではなくて、努力目標みたいな理解でよろしいんですか。基

本的なところで、すみません。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院長。 

○青葉病院長 御指摘のとおりで、努力目標というところではあると思います。ただし、応需でき

なかったケースに関しては、なぜ応需できなかったというところを見直すことによって、その辺で

もしかして改善点があるのではないかというところは検討させていただいていますので、あくまで

も目標は断らない救急というところは押し出していきたいと思っております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 大変心強い言葉を、ありがとうございます。 

 あと、海浜病院のほうで、小児の救急医療に取り組んでおられて、受入れ数も増えているんです
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けれども、ただ、病院のサイトを見ると、救急科のドクターで、特に小児医療に専門的に取り組ま

れている方はいないようで、ただでさえ医師不足だと思うんですけれども、そういった面で、小児

医療に詳しい方はいないような状況で、特にそれは影響等はないのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院長。 

○海浜病院長 小児救急に関しては、当院の小児科の医師が対応しております。救急科の医師に関

しましては、成人高齢者の救急診療を行っているといった形になっています。小児の救急に関して

は、全て当院では小児科の医師が対応といった形になっています。 

 そのため、当院では、千葉市だけではなく、習志野市や市原市の小児救急も対応しているんです

けれども、そのために、人数を多く配置して、平日の夜間では３名の当直医で対応するような形を

取っております。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。理解できました。日々の御尽力に感謝いたします。 

 では、次に、経営状況についてで、基本的な質問になるかもしれないんですけれども、他会計補

助金及び他会計負担金というのが増加しているということなんですけれども、これはどういった金

額のものになるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 他会計補助金、他会計繰入金は、予算科目上ですが、実質的には一般会計から繰り入れているも

のになります。この一般会計繰入金は、いわゆる政策的医療として国の基準が定められておりまし

て、いわゆる不採算医療ということで、通常の民間病院と同等の経営でやった場合には、間違いな

く赤字になるといったものを、それは税金で負担して構わない経費として国が認めたものでござい

ますが、その金額の相当分を一般会計から繰り入れているものになります。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。増加した背景というのは、どのようなものになり

ますでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 先ほど説明が足りなくて、すみません。政策的な医療ということで、主に精神医療、周産期医療、

小児医療などがございまして、その年の収益と費用によって、病床案分等の財政当局との決まりに

従って繰入れをいただいておるんですが、その収益の増減によって、毎年若干の増減がございます。 

 令和４年度につきましては、周産期医療等については、患者数の増減によって、小児医療のほう

が逆に１億3,000万円増えているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 詳しく教えていただき、ありがとうございました。よく分かりました。 

 では、次に、経営指標に関する事項で、今までの議論でも経営情勢の改善にかなり御尽力いただ

いて、結果も出ているということではあるんですけれども、医業収支比率77.1％という数字を見た
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ときに、同年度、令和４年度の全国区の公立病院の益が89.9％ということで、それよりも少し下回

っている状況なんですけれども、それはどういった背景があるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 全国平均のものにつきましては、総務省が公表しているものについては、病床数の規模に応じて

平均を公表しているものですが、そこは、いわゆる７対１看護体制をやっているところとか、10対

１看護体制をやっているところとか、看護師の配置基準が異なったり、回復期の病院と急性期の病

院が平均されていたりするので、一律的に同レベルの病院で比較しているものではないんですが、

ある程度目安として総務省が公表しているものでございます。医業収支比率が全国平均より低いと

いうのは、給与費比率が若干医業収益に対して高い部分があるものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。常にかなり力を入れていただいていると思います

けれども、引き続き経営状況の改善に努めていただけたらと思います。 

 では、次に職員に関する事項で、細かいところなんですけれども、介護福祉士が青葉病院６名、

海浜病院３名ということなんですけれども、その方々について、特定の課に配置されているのかと

いうことと、その役割というのは、直接介護をして、もうされていると思うんですけれども、例え

ば、ほかにも介助スタッフがいて、その方の指導もするみたいな役割をされているのか、その辺お

聞かせいただけたらと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 海浜病院の例で申し上げますと、やはり内科において、近年は高齢の患者が増えておりますので、

通常の看護のみならず、介護というのが必要になってきますので、そこで介護福祉士を採用して対

応しているという状況でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課人事・定数担当課長。 

○管理課人事・定数担当課長 追加の説明なんですけれども、夜間も看護師と一緒に勤務をしてい

ただいて、一緒に介護度の高い患者の介護に回っております。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。全ての課を回って、必要な人に介助提供している

ということなんですかね。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課人事・定数担当課長。 

○管理課人事・定数担当課長 いわゆる一般病床、７対１の病床に配置をしておりまして、そこで

勤務をしてもらっています。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。人数は足りている状況なんですかね。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課人事・定数担当課長。 

○管理課人事・定数担当課長 足りていると言われると、やはり介護度が高くなっておりますので、

足りていないに近い状況ではあります。なので、会計年度の職員等を積極的に募集をして、負担軽

減を図っているところです。 
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○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。規模にして人数が少ないと思ったので、引き続き

人数を増やすなどの対応を考えていただけたらと、恐らく予算等もあるので、難しい面もあるかも

しれないんですけれども、引き続き取り組んでいただけたらと思います。 

 次に、青葉病院と海浜病院、それぞれに社会福祉士が配置されているんですけれども、主任社会

福祉士と社会福祉士が、青葉病院が主任が２人、社会福祉士２人、海浜病院は主任が１の社会福祉

士３ということで、割合に違いがあるんですけれども、それは病院の状況が違う、人数が違うから

そういう形で違いが出ているということなんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長、鈴木です。 

 主任社会福祉士と主任ではない社会福祉士の違いですよね。 

 これは、市役所の中で言います主事と主任主事と同じように、採用されてからの経験年数によっ

て主任と上がっていきますので、それだけの違いでございます。やっている内容につきましては、

その経験年数に応じた難しい業務をやっているとは言えますけれども、基本的には同じです。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。ただ経験年数によって呼び方が違うというだけと

いうことなんですかね。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 海浜病院事務長です。 

 基本的にはそのとおりでございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。理解いたしました。 

 それから、海浜病院に精神保健福祉士も配置されているんですけれども、精神科がない病院だと

思うんですけれども、どういう役割を果たしているのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 海浜病院事務長。 

○海浜病院事務長 これは、確かに海浜病院に精神科はございませんけれども、新生児科とか、あ

と小児科、そういった産科もございます。その辺のメンタル的な親御さんの、例えば、言い方が悪

いですけれども、子供が障害を持って生まれてしまった。親としては母親がショックを受けている

とか、そういったお母さんに対してサポートしていくとか、そういった役割も含めて配置しており

ます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 御説明ありがとうございます。よく理解いたしました。医師不足等の中で

職員の確保は大変かと思いますけれども、引き続き取り組んでいただけたらと思います。 

 次に、工事等に関する事項で、新病院についての用地取得費用が含まれているんですけれども、

これは幕張新都心若葉住宅地区等小学校・公益施設用地になっているところに建てられていると聞

いていますけれども、これは千葉県企業局から土地を購入した費用みたいなことに、企業局      

売上げですけれども、どちらから購入するための費用になっているのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課病院整備室長。 

○経営企画課病院整備室長 病院整備室、渡辺です。 
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 委員おっしゃるとおり、契約者と27ページに書いておりますけれども、千葉県の企業局から取得

したものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） 見落としていて、すみません。ありがとうございます。 

 では、新病院に関してですが、業務委託をしている状況だと思うんですけれども、各実施計画業

務委託、実施計画ＣＭ業務、また、実施計画技術協力業務委託という、各業務が委託されています

けれども、その実施業者が選ばれた理由、入札の資料を見れば分かると思うんですけれども、素人

なので分かりにくいところがあって、簡単に各事業者が選ばれた理由と、あと、実際にその事業が

期待どおりこなされたかの評価についてお聞かせいただけたらと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課病院整備室長。 

○経営企画課病院整備室長 病院整備室、渡辺です。 

 まず、建設工事等の概況の下のところの実施設計業務委託、これが日建設計が受託されています

けれども、これはプロポーザルで、公募でプロポーザルという企画の競合みたいな形で選ばさせて

いただいております。 

 その下の新病院整備実施設計ＣＭ業務委託、これはプラスＰＭ・シップヘルスケアリサーチ＆コ

ンサルティング共同企業体という、ここも公募のほうで募集させていただいて、企画提案に基づい

て選定をさせていただいております。 

 一番下の新病院の実施設計の技術協力業務委託、これが我々の新病院の整備に当たって、ＥＣＩ

方式という、今回、あまり事例はないんですけれども、発注方式に基づいて、実施設計段階から施

工予定者、ここに契約者名が入っておりますけれども、鹿島と鵜沢の共同企業体、ＪＶで、ここも

プロポーザルに基づいて選定されて、その中で、実施計画上の技術協力をしていただくという形の

委託になっております。 

 ３者について、どの程度やっていらっしゃるかという話なんですけれども、適正に業務を処理し

ており、今現在も進行中でございます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。費用のコストパフォーマンスや、あるいは経験等

で選ばれたという理解でよろしいんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課病院整備室長。 

○経営企画課病院整備室長 室長の渡辺です。 

 おっしゃるとおり、経験とか、特に一番下の実施設計の技術協力業務委託につきましては、選考

委員には、大学の先生とか、国土交通省の方とかをお呼びして審査をしていただいて、価格とか、

評価点、あとコストダウンとか、そういったもの、工期短縮などを提案していただいて、一番優秀

なところの点数をつけさせていただきました。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。スムーズに事業が行われているということを理解

いたしました。物価高騰や人件費の高騰等で、なかなかさらなる金額が必要だったりという状況と
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理解しておりますが、新病院建設の早期実現に向けての取組を引き続きよろしくお願いします。 

 次に、業務委託についてなんですが、本当に基本的なところで申し訳ないんですけれども、プロ

ポーザルと随意契約、それぞれあると思うんですけれども、それをどちらで契約するのかというの

は、どういった基準で決めているのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 基本的に、病院局においても、一般会計である、いわゆる財政局の契約課で定める契約規定に準

じた形でやる規定になっておりまして、個々については申し上げられませんが、基本的には、一般

会計、財政局等の定めるルールに従って契約方法の決定を行っております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。プロポーザルと随意契約の比率というのは、どれ

くらいになっているのでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 すみません、今手元に数字等はございませんが、決算書の34ページの重要契約の要

旨の部分で申し上げますと、上のほうの大きなものから申し上げますと、病院情報システム一式調

達業務委託については、これは現状のシステムの更新のみですので、同一業者と随意契約となって

おりますが、Ｘ線血管撮影室整備業務委託は、一般競争入札で行っております。 

 総合維持管理業務委託については、これは長期契約になっていますが、これも一般競争入札です。

その次の病院情報システムの保守業務委託は、すみません、今手元にないんですが、次の医事業務

委託は、プロポーザルで行っております。 

 あと、そのほか主なプロポーザルで行っているのは、患者給食等の業務委託等や、あるいは中段

にありますが、購買物品管理業務委託などもプロポーザルで行っております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） よく分かりました。ありがとうございます。 

 私も全てチェックしたわけではいないんですけれども、たまたまチェックしたもので、医師の労

働時間短縮計画策定については、非常に今、働き方改革がありますし、医師の過重労働も言われて

おりますので、非常に重要な計画だと思うんですけれども、その入札の状況を見ますと、実際、業

務を行ったことになったのは、受託したのが業務受託コンソーシアムということなんですけれども、

このコンソーシアムにはどういった会社が入っているのかということと、あと、こちらプロポーザ

ルで競争入札を複数の、実際には２者が入札に参加していたんですけれども、コンソーシアムのネ

ーミングが、受託コンソーシアムということで、何か受託するのに自信があるというか、委託を前

提としているような名前になっているように素人目から見て見えるんですけれども、その背景とい

うのを教えていただけたらと思います。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課の鈴木でございます。 

 こちらの医師の労働時間短縮計画の業務委託でございますが、こちらも企画提案という形で選ば

せていただいたものですが、複数者の公募がありまして、その中の１者がこちらなんですが、こち
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らは２者のコンソーシアムになっておりまして、そのうちの１者につきましては、通常の経営改善

の支援業務を受託しております病院経営支援機構というところと、もう一者が、そういった労働時

間等の管理にたけた会社、その２者が合同でこちらのほうに提案をしてきたというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） ありがとうございます。お話を聞くと、ある程度そちらのコンソーシアム

を受託するような可能性が高いような状況だったと思うんですけれども、これは随意契約にせず、

プロポーザルにした理由というのはあるんでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 管理課、鈴木でございます。 

 先ほど申し上げたとおり、契約の基準に基づきまして、そのような形を取っているんですが、あ

くまでもこのコンソーシアムは、通常から組まれているものではなく、この受託を取るためにその

２者が組んだものなので、このような名称になっております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 渡邊委員。 

○委員（渡邊惟大君） その業務を受託するために特別に組んだということで一緒になっていると

いうことで、理解いたしました。 

 各質問に丁寧に答えていただき、ありがとうございます。コロナ禍もまだまだ続いていく中で、

また、人材不足もある中での大変な状況かと思いますけれども、引き続き、市民の健康維持や生命

の維持のために力を入れていただけたらと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○主査（小坂さとみ君） では、須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） 一問一答で、２点だけお聞きします。 

 まず、１点目は薬剤師の件です。 

 服薬指導や医師に対する疑義照会等を行う院内薬剤師の需要というのは高まっていると思うんで

すけれども、調剤薬局やドラッグストアに比べて、賃金等も抑えられているということもあります

ので、市立病院においての薬剤師の確保状況、もしくはまた認定薬剤師の確保状況というのを教え

てください。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 決算書の22ページに、職員に関する事項というのがございますが、そこの医療技術者

といたしまして、薬剤師の人数でございますが、両病院合わせまして40名の薬剤師を確保している

ところでございます。 

○主査（小坂さとみ君） 須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） 分かりました。 

 現在、ホームページ等を見ると、募集は特にされていないようなので、充足しているということ

でよろしいでしょうか。 

○主査（小坂さとみ君） 管理課長。 

○管理課長 常勤職員につきましては、毎年採用試験を行っておりまして、その中で、数名の薬剤
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師の募集を行っていまして、今、採用を実施しているところでございます。 

○主査（小坂さとみ君） 須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） ありがとうございます。 

 細かい話にはなるんですけれども、抗がん剤とかを調剤するにおいて、医療関係者、特に無菌室

とかで行うとは思うんですけれども、曝露するおそれもありますので、その点、女性で妊娠の機会

がある妊娠適齢期と言われている人たちが、そういった抗がん剤とか調剤するに際して何か留意し

ているとか、そういったものはありますか。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院長。 

○青葉病院長 御指摘のとおり、ミキシングはかなり注意を要する作業です。当院の薬剤部では、

ミキシングルームが、今、２つ稼働しておりまして、相当の数の化学療法を行っていますので、も

ちろん薬剤部のほうで、今御指摘があったように、妊娠に関わっている方に関しては、なるべくそ

の業務から外していただくとかといった形で配慮はしております。ただ、今かなりの量の治療が多

いので、今募集をかけていないというお話でしたけれども、ぎりぎりでやっているというところが

現状でございます。 

 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） ありがとうございます。 

 では、２点目、報告第９号で債権放棄のお話がありました。熊本市立病院などは、今年の春ぐら

いには、1.8億円20年分でためていたみたいなので報道はされていましたけれども、それに比べると

589万円といって、かなり抑えられてはいるとは思います。 

 ただ、とはいえ、３号で破産で飛ぶというように免責になっている分には問題ないと思いますけ

れども、１号で時効になってしまいましたというものに関しては、これについては何か時効中断を

させるとかというところで手だては打ってなかったのか教えてください。 

○主査（小坂さとみ君） 青葉病院医事室長。 

○青葉病院医事室長 青葉病院医事室長の金です。 

 今、御質問の時効中断等の手続については、令和４年度中については、具体的に時効中断の手続

というところは行ってはございませんでしたけれども、時効期間が到来する前に何とか回収に向け

て１円でも回収すべく努力はいたしてきたところでございます。 

 未収債権の回収策といたしましては、例えば、当然ですけれども、納入通知書ですとか、あるい

は督促状、催告状の送付を行うほか、あるいは電話によりましての催告ですとか、あとは、居住先、

御自宅等を訪問しましての臨戸徴収などを行っておりまして、こういった様々な手段を通じて徴収

に努めたものの、それぞれ御事情、例えば、やはり生活が苦しいとか、あるいは残念ながら所在不

明というか、たどり着けないというようなこともございましたりということで、回収できないとい

うことで時効期間が満了してしまったというところもあります。 

 すみません、１点訂正ですけれども、時効中断の手続を行わなかったというようなところで、訂

正させていただきたいんですが、例えば、一括で納めていただけない場合は分納を誓約していただ

くと、誓約書に書いていただいて、分納を誓約していただくというところは、時効中断ということ

になりますので、当然、分納の相談を受けまして、分納の誓約をしていただくというところは実際

はやっておりました。ここは訂正させていただきます。 
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 以上です。 

○主査（小坂さとみ君） 須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） 令和４年度はとおっしゃっていましたけれども、今見ると、令和５年４

月からは、弁護士法人ブレインハートに委託をしているということなんですけれども、これは令和

４年はやっていなかったということなんですかね。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 弁護士法人への委託等につきましては、毎年度実施をしております。これに関しては、入札で行

っていますので、弁護士法人が変わったりすることはありますが、すみません、今手元にはないん

ですが、記録にある限りは、少なくとも３年以上は行っております。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） それは、委託費は完全報酬制ですか。幾らかは支払っているということ

なんですか。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 経営企画課、西野です。 

 歩合制となっておりまして、令和４年度につきましては、成功報酬率17.8％で契約をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） 特に着手金とかは取られていないということですね。 

○主査（小坂さとみ君） 経営企画課長。 

○経営企画課 着手金等はございません。 

 以上でございます。 

○主査（小坂さとみ君） 須藤副主査。 

○副主査（須藤博文君） ありがとうございます。以上です。 

○主査（小坂さとみ君） それでは、御質疑等がもうなければ、以上で、病院局所管の審査を終わ

ります。 

 病院局の方々は御退室願います。御苦労さまでした。 

[病院局退室] 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（小坂さとみ君） それでは、消防局及び病院局所管について、指摘要望事項の有無、また、

ある場合は、その項目について御意見をお願いします。 

 初めに、消防局についてはいかがでしょうか。 

[「なし」と言う者あり] 

○主査（小坂さとみ君） では、病院局についてはいかがでしょうか。椛澤委員 

○委員（椛澤洋平君） 多くの委員が取り上げていたのが印象に残っているもので、やはり救急の

課題が非常に大きいという気はします。だから、消防でも救急でも対応を図っていくというのは大
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事かという気がしました。 

○主査（小坂さとみ君） そうですね。（「正副主査一任」と呼ぶ者あり）分かりました。 

 では、皆さんの御意見を伺いましたので、あとは正副に御一任いただきまして、正副から案のほ

うを提示させていただきます。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次回は、９月27日水曜日の本会議散会後に、保健消防委員会分科会を開きます。 

 本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

 

午後３時７分散会 

 

 

 


